
午前１０時１分 開議

○議長（角谷英男君） おはようございます。ただ

いまから平成１４年第１回泉南市議会定例会継続

会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において１５番 堀口武視君、１

６番 島原正嗣君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、泉南監報告第１８号 例月現

金出納検査結果報告から、日程第３、泉南監報告

第１号 例月現金出納検査結果報告までの以上２

件を一括議題といたします。

本２件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 薮野 勤君。

○監査委員（薮野 勤君） 議長の許可を得ました

ので、ただいまから平成１３年１１月分、１２月

分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を

報告いたします。

地方自治法第２３５条の２の第１項の規定に基

づき、平成１３年１１月分は平成１３年１２月２

５日に、平成１３年１２月分は平成１４年１月３

１日に井上監査委員と私が検査を執行いたしまし

た。これについては、一般会計、特別会計、収入

役扱い分並びに水道事業会計分の関係資料を中心

に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金・預金現

在高について収支内容を照合したところ、いずれ

も符合しており、出納は適正に行われたものと認

定いたします。

以上、甚だ簡単でございますが、検査報告とい

たします。

○議長（角谷英男君） ただいまの監査委員の報告

に対し、質疑等ありませんか。――――小山君。

○３番（小山広明君） 今、議会選出の監査委員の

薮野さんから問題がないという御報告があったん

ですが、どのような監査をこの間具体的にされた

のか。書類だけではなかなか見えにくい部分もい

っぱいあると思うんですが、それの実施検査など

も含めて、どのような監査をされたのか、ちょっ

－１３４－

ともう少し具体的にお述べいただきたいと思いま

す。

○議長（角谷英男君） 薮野君。

○監査委員（薮野 勤君） ただいま小山さんから

の質問でございますけれども、ただいま報告申し

上げましたとおりでございまして、お手元に配付

いたしておりますところの報告書をごらん願いた

いと思います。

なお、申し添えますが、現金出納の検査につき

ましては、毎月の計算数、これを確認をいたしま

すとともに、資金の運用状況等、財政収支の動態

を主体といたしまして計算、数名によるところの

把握を申し上げ、そして各種監査に対しましての

効率的な執行に活用いたしております。

なお、監査には常に公正不偏の態度を保持しま

して、最小の経費、最大の効果の原則に留意をい

たしまして、法の規定の趣旨に添って検証いたし

ております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） 余り具体的な御答弁がなか

ったのですが、市税収入状況調というのが書類で

提出をされております。滞納額が大変多いという

ことがずっと議論にもなっておりまして、これを

見ましてもやっぱり滞納繰越分については前年に

比べても３％というマイナスになっておる報告が

あります。滞納については行政も特別な体制を組

んで徴収をしておるようでありますけれども、も

ともとの数字が大変低いわけでありますから、こ

の上にまだなお前年に比べて数字的にもマイナス

という、そういう評価が出ておるということにつ

いては、監査の立場としても大変関心のあるとこ

だと思うんですが、もう少し滞納の中身、実態に

ついて監査をする必要があるんではないかなと。

例えば、一方的に納める側の問題によって滞納

しとる分もあるだろうし、また泉南市政に対して

不満があって、市民の方は税金を納めるときにち

ゃんとそれが執行してほしいという願いの中で納

税しとるわけですから、そういう市の不備なんか

も通して、そういう解決をすれば納税するという、

そういう大きくいえば２つの問題があると思うの

ですが、そういう問題についてどの辺まで踏み込



んで監査をされましたのか、その辺に絞って御答

弁をいただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 薮野君。

○監査委員（薮野 勤君） ただいまの監査の状況

説明をせよということでございますけれども、行

政の効率の正否につきましては、これは監査の範

疇を出ますので、先ほども申しましたとおり各種

の証憑、またその処理された状況につきましては

担当課と、それの詳細なる資料を提供願ってそれ

らを論議はいたしております。そして、先ほども

申しましたとおりに、その出納につきましては正

しく執行されておるということでございます。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） 出納については間違いない

という御答弁でしたが、出納ではなしに、今の滞

納問題で行政に不満があって、そういう問題が納

税、税金を納めてもらうお願いに行くときに当然

言われると思うんで、そういう部分は行政が問題

を解決すれば、やはりそれは当然納税されるとい

う構造にあると思うんですが、そういう部分につ

いてどこまで行政がそういうみずからの問題提起

に対して解決を図り、その結果納税に至ったのか

という問題とが、問題提起されておりながら全く

回答せずに、それが滞納という結果になっとると

いうことになればこれは大きな問題ですから、そ

の辺の実態をもう少し議会にもわかる説明をして

いただきたいと。

例えば私がちょっと問題提起、市民の方から受

けとるのが一つあるんですが、例えば納税通知書

というのが市民の方に発行されております。これ

は、この納税通知書をもって金融機関にお支払い

くださいというものなんですが、金融機関によっ

てはその納税通知書だけでは納税ができない。わ

ざわざまたそこの金融機関の書類を書かされて納

税しないと納められないということで、こういう

問題についてやはり改善をしてほしいと。

もし金融機関でそういうことが市の指導に従っ

てできないのであれば、納税通知書にそういう金

融機関によっては別の書類が求められることがあ

りますよということを書くべきではないかという

問題提起を受けとるはずなんですね。しかし、全

くそのことに回答がないということで、その方は

－１３５－

納税を控えておるというように私聞いとるんです

が、そういう問題なんかは簡単に回答できる話な

んですね。

これは１つのほんの一例なんですが、やはり行

政にその納税に当たっての問題提起を受けた場合

には、速やかにそういうものは回答し、また議会

の方にも市民の方にもこういう問題提起があって

改善しましたよということをやはり公表していけ

ば、もっと市民の納税に対する意欲、意識なんか

も変わってくると思うんですね。行政に物を言っ

ても何も回答が返ってない。

例えば、泉南市のホームページを見ても、ほか

の市なんかは市に何か意見をすれば必ず意見をし

た人に返すということをやってますけども、泉南

市のホームページ１つ見ても、メールで意見を言

っても全くその回答がないというのが実態ですが、

往々にして泉南市の場合には、市民からの意見に

対してどのような改善をし、そして回答をすると

いう、そういうフィードバックが私はしてないよ

うに思うので、監査の方におかれましてもやはり

そういう行政の説明責任、市民から問題提起を受

けた場合には、単に個人だけに返すということも

余りやってないように思うんですが、そういうこ

とについては、もっと公に議会にも市民にもオー

プンにしていく中で市民との意見交換をするとい

うことが、私は大きくは滞納額が減っていくので

はないかなという思いを持っとるので、ぜひそう

いう点に踏み込んで監査委員の方もやっていただ

きたいと思うんですが、その点についての決意と

いうんか、やると言っていただけばもうそれでい

いんですが、その点についてだけお答えいただき

たいと思います。

○議長（角谷英男君） 薮野君。

○監査委員（薮野 勤君） ただいまの質問に対し

ましては、報告外にわたってまいりまして、範囲

が非常に広くなり、そして同時に行政の効果その

ものについて、また市民の要求については、担当

課の方にその徴税の方で処理されるわけでござい

ますが、監査はあくまでも指導監査でございまし

て、本来の目的の中では、今申されるように慎重

にすべきということは当然でございますけれども、

そこまで踏み込んでの監査はいたしておりません。



○議長（角谷英男君） 小山君、３回を超えてます。

小山君。

○３番（小山広明君） いや、そういう答弁された

らちょっと終わるわけにいかないんで、やっぱり

私言ったのは、当然の市民からの声ですから、そ

ういう市民の声にきちっと対応し、こたえておる

のかということは、当然監査としても滞納がこれ

だけあるわけですから、その原因についてはどう

かということは関心持っていただかないと、監査

の任務をやっぱり果たしてないと私は思うので、

それぐらいのことは、そのように意見については

やっぱり検討していきたいというぐらいの返事で

きないと、今みたいにそういうことはできません

と言ったら、一体この滞納問題というのは大変大

きな社会問題なり、議会での大きな議論になっと

るわけですから、全くそれは改善されないという

ことになるじゃないですか。

だから、そういうことはちゃんと今具体的に私

示したわけですから、それぐらいは踏み込んで検

討する、指導していきたいというぐらいの返事は

なぜできないんですか。

○議長（角谷英男君） 薮野君。

○監査委員（薮野 勤君） ただいまの質問でござ

いますが、先ほどからお答えしておりますように、

監査の中ではいわゆる適正に執行されておるかど

うか、また執行の状況の中で事務事業そのものが

目的に向かって執行されているかどうかというこ

とをやはり監査の対象といたしておりますが、行

政の施策に対します問題については論議いたしま

せん。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 監査御苦労さまでござい

ます。２点にわたってお聞きをしてまいりたいと

思いますが、１点は先ほどの質問者と若干重複す

るんですが、やはりこの１２月度、一番最終です

ね、これを見ましても滞繰分がやはり個人あるい

は固定資産税、マイナスになっています。１２年

度決算も４億を超える不納欠損を出しておるわけ

ですけれども、この１３年度もそういう危惧ある

対象についてはお調べをいただいておるのか。１

５条、１８条関係、分けて調査をして調べておら

れるんであればお示しをいただけたらと、こうい

－１３６－

うふうに思います。

それから、もう１つは、この４月からペイオフ

の問題が解禁が言われているわけですが、この関

係で最近非常に金融庁がマニュアルを駆使して、

過度ないわゆる立入調査によって引当金を上積み

するような指導をしている。そのことが信用組合

や信用金庫の破綻につながっている。５４ほどい

わゆる破綻の関係が出ているわけですが、泉南市

がいわゆる現金預け入れをしている関係のところ

で、大手はそういう懸念はないというふうに思う

んですが、例えば水道で近畿労働金庫みたいなも

のがあるわけですが、ここに２，０００万入ってま

すね。その辺のところですね。ペイオフ解禁との

兼ね合いでどうなのか、この辺もお示しをいただ

きたいなと、こういうふうに思います。

以上です。

○議長（角谷英男君） 薮野君。

○監査委員（薮野 勤君） ただいまの徴税の率の

問題につきまして、先ほどからも質問がございま

した。そのことにつきましては、十分その資料提

供その他につきまして、今の状況がどのように運

営されておるのかということにつきましては、十

分な精査をいたしております。そして、それに対

して今後に対してはどういう方針で臨まれるのか

というところまで協議は進めております。きょう

の報告につきましては出納検査でございますので、

踏み込まないつもりでおりますけれども、今のお

尋ねのようにそのようには取り計らっております。

それから、ペイオフにつきましてももう早くか

ら論議を重ねまして、今の状況の中で行政の財政

の運用について支障を来さない程度にそれをどの

ように処理するのかということにつきましても、

財政当局との話し合いを十分に進めております。

今はまだ確定的な決定がいたされておりませんが、

ややもうそれに近い、先ほどからの質問者の申さ

れるような状況の中でも、そのような中で、また

郵便局の振替その他につきましても、これらを実

行して、この行政に支障のないような取り計らい

をするように検討はいたしております。

以上でございます。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――



――以上で監査委員の報告に対する質疑を終結い

たします。

以上で監査報告２件の報告を終わります。

この際お諮りいたします。本日これより上程予

定の議案のうち、議案第１０号から議案第１２号

までの３件、並びに平成１４年度各会計予算１９

件を除く他の議案につきましては、いずれも会議

規則第３７条第２項の規定により、委員会の付託

を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って、本日これより上程予定の議案のうち、議案

第１０号から議案第１２号までの３件並びに平成

１４年度各会計予算１９件を除く他の議案につき

ましては、いずれも委員会の付託を省略すること

に決しました。

次に、日程第４、議案第１号 人権擁護委員を

推薦するための意見を求めるについてを議題とい

たします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第１号、人権擁護委員を推薦するための意見を

求めるについての提案理由の御説明を申し上げま

す。

本市人権擁護委員の枡 亀氏は、平成１４年

５月３１日付をもって任期満了となります。同氏

を泉南市人権擁護委員として最適任者と認め再推

薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規

定によりまして議会の御意見を賜りたくお願いす

るものでございます。なお、同氏の経歴につきま

しては、議案書３ページにお示しのとおりでござ

います。

甚だ簡単ではございますが、本議案の説明にか

えさせていただきます。何とぞよろしくお願い申

し上げます。

○議長（角谷英男君） 本件に関し、御意見等あり

ませんか。――――小山君。

－１３７－

○３番（小山広明君） 今回の場合には再推薦とい

うことですので、この方のこれまでの活動状況な

ど御説明をいただきたいということと、現在の泉

南市の人権擁護委員の構成なども御説明をいただ

きたいと思います。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） ただいま上程され

ました枡 氏につきましては、平成８年１月１５

日に泉南市人権擁護委員として就任をされました。

人権擁護制度に関する法に基づきまして、人権擁

護等につきましての市民からの相談等につきまし

ては、月定例として１回委員会によりましての定

例会議、並びにただいま申し上げました市民から

の苦情相談等によりましての接見、人権擁護に関

する法律に基づきます相談業務等をこなしている

ということでございます。

次に、泉南市の人権擁護委員ということで現在

５名の人権擁護委員さんが就任されております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） もう少し５名の中身も、男

女構成なんかも言っていただければいいと思うん

ですが、これは公募という、やっぱりこういうこ

とに広く市民から公募をして、こういう行政関係

の委員をお願いするという大きな流れに私はある

と思うのですが、この５人の中でその公募制によ

って就任された方がおるのかどうかですね。

それから、今回の再任に当たっても、また今後

のこういう問題の提起に当たっても、行政の側は

公募というようなことは考えておられないのかと

いうことをまずお尋ねをしておきたいと思います。

それから、月１回の委員会と日常の市民からの

苦情相談に接見をするということ、その内容ね。

どのようなものが泉南市において人権問題として

この人権擁護委員の方に提起されとるのかという

ことも御説明にもう少し入っていただきたいと思

います。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） まず、人権擁護委

員会の構成でございますが、現在、ただいま上程

されました方を入れまして男性が２名、女性が３

名でございます。



次に、人権擁護につきましては、人権擁護に関

する法律第２条第１項により、「人権擁護委員は、

国民の基本的人権が侵犯されることのないように

監視し、若しくはこれが侵犯された場合には、そ

の救済のため、すみやかに適切な措置を採るとと

もに、常に自由人権思想の普及の高揚に努める」

と、こういう目的で人権擁護委員さんを選任して

いるということでございます。この法律に基づき

まして市長において推薦し、議会の意見を求める

という形になっております。

人権擁護委員さんの目的等につきましてはただ

いま申し上げたとおりでございますが、具体的に

申せということでございますので、簡単に申し上

げます。

定例人権相談、これが先ほど申し上げたとおり

でございます。憲法週間、人権週間における特定

の人権相談。また、自宅における人権相談等を通

じて相談者の自律的解決に援助を与えるとともに、

人権侵害事件等の調査、情報の収集及び法務局へ

の報告、協議、当事者への啓発、また市民への啓

発、説得等、問題解決のために取り組んでおりま

す。

第２に、岸和田人権擁護委員協議会や大阪人権

擁護委員連合会、法務局等の所管する各種の人権

擁護活動に委員としても参画しております。また、

本市における人権啓発、人権活動について、泉南

市人権啓発推進協議会の相談役としても諸活動に

邁進しているということでございます。

ちなみに、本市の相談受け付けでございますが、

１０年から申し上げます。１０年については１０

件、１１年については１３件、１２年については

１０件、１３年度につきましては１３件でござい

ます。これは１４年の１月末現在の相談受け付け

件数でございます。

以上です。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 公募云々のお話もございま

したけれども、これは総務省から推薦依頼を受け

ておりまして、私どもでは公募制はなくて、今ま

での活動実績とか、それから御本人の経歴等を踏

まえまして推薦を申し上げているところでござい

ます。今後もそういう形でやりたいと思っており

－１３８－

ます。

○議長（角谷英男君） 小山君。３回目です。

○３番（小山広明君） ３回に限定されとるんで、

件数だけ言われてもわからない、傾向がね。どう

いう問題が今惹起しとるのかということを我々は

知りたいわけですから、そういう点ではやはりも

う少し中身の特徴的なところを１０件とか１３件

の報告をいただきたい。

それから、公募制をとってるんだからそのよう

にやっていきたいと――あ、そうか、公募制をと

らないということですか。しかし、適当な人とい

ったって、行政から見て適当な人というよりも、

この人権の問題というのは、至って行政は権力を

持っとるわけですね。そういう点では、行政との

関係性が市民にとってすごく大きいんですよ。

一般市民から、市民同士の人権侵害ももちろん

あるでしょうけども、行政といういわゆる権力を

持っとるとこに対して、市民がやっぱり人権抑圧

を受けたということが例としては歴史的にもある

と思うので、行政が適当と思った人をこういう人

権擁護委員に推薦してくるというのは、今の時代

の流れからいえば、もう少し意欲のある、また人

権侵害をされたような経験を持つ方とか、そうい

う立場にある方なんかから公募、意欲ある人が応

募していただいて、そこから人権擁護委員をつく

っていくというのが僕は大きな流れだと思うんで

すよ。

その点では市長、やはり人権を中心に掲げてお

られる市長としては、やはり従来のこういう行政

が推薦をして議会が意見を言うというパターンで

はなしに、やはり大きな流れとしては、公募制と

いうのは流れとしてはあることも市長御存じだと

思うので、もう少しそういうことにも柔軟な対応

をしてもらいたい。５人もおるわけですから、じ

ゃ公募制を２名入れましょうとかね、そういう流

れにしていただきたいと切に思います。

それから、先ほど言った内容についても、でき

ればきちっと特徴的なことは言っていただいて、

それで終わっときたいと思うんですが、再び質問

せんでいいようにきちっと答弁いただきたいと思

います。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。



○人権推進部長（大浦敏紀君） ただいま申しまし

た人権擁護委員法第６条第３項によりまして、人

権擁護委員の推薦の基準と考えという形で明記さ

れております。その中には、「市町村長は、法務

大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を

有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に

通じ、人権擁護について理解のある社会実業家、

教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士

会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直

接間接に人権の擁護を目的とし、又はこれを支持

する団体の構成員の中から、その市町村の議会の

意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しな

ければならない。」という形で明確に人権擁護委

員法第６条第３項に規定をされております。

また、人権擁護に係る推薦組織についてという

ことで、人権擁護委員法第６条第３項により、市

長が議会の意見を聞いて人権擁護委員の候補者を

推薦しなければならないと、このような文面にな

っておりますので、法に基づきまして今回も申し

上げたとおりでございます。

○議長（角谷英男君） 北島課長。

○人権推進部人権啓発課長（北島治男君） 失礼い

たします。議員御質問の相談内容の件でございま

すけれども、プライバシーにかかわりますので大

きな内容だけということでお許しいただきたいと

思いますけれども、特に家庭内の問題であります

とか、それから現在ですと就職にかかわる問題で

ありますとか、そのような問題が特にことしは多

いように感じております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――島原君。

○１６番（島原正嗣君） 一般論的な問題で若干お

聞きしたいと思うんですが、本市にもたくさんの

行政委員の方々、例えば民生委員とか、交通指導

員とかいろいろたくさんの御苦労なさってる方が

いらっしゃるんですけども、今提案をなされてお

ります人権擁護委員のこの任期は、条例か何か見

ればわかると思うんですが、大体何年の期でかわ

っていただいてるのか。あるいは、５人の方がい

らっしゃるんですけれども、最初推薦ですか、決

まってればもうずっと未来永劫的にこういう役職

－１３９－

をお願いしてるのかどうか。今後のあり方につい

て御答弁をいただきたい。

それと、今大浦部長が御答弁いただいたんです

が、私の聞き間違いかもわかりませんけども、い

ろんな法律解釈を今説明いただいたんですけども、

議会の意見を聞いてというようなことをちょっと

表明されたと思うんです。この議会の意見という

のは、こういう場においていろいろ議会の意見を

聞くということなのか、人選前に議会の意見を聞

くということなのか。恐らく今のような議会での

提案をして、意見を聞くと、こういうことではな

いかと思うんですが、事前と事後の取り扱いにつ

いてどうなのか、御答弁をいただきたい。

以上です。

○議長（角谷英男君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 人権擁護委員の任期につい

ては、１期３年ということでございます。それで、

これは総務省が任命いたしますので、そこに１つ

の考え方が示されているわけでございまして、新

任の委員候補については６５歳以下の人、それか

ら再任の委員候補については７５歳未満の人とい

うような形、これは一定の考え方が示されており

ます。ですから、そういう形でこれからも意見を

求めていきたいというふうに思います。

それから、意見を求めるについてというのは、

こういう機会と、こういうことでございますので。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） こういう方法で、検察審

査会の委員の場合はこういうやり方――あれは抽

せん方式みたいになってるんですけども、それは

それなりの検察審査会の委員になれば研修もある

ようですけども、本市の求めるこの委員ですね、

これは何か問題あれば、今御答弁がありましたよ

うに５名の委員の方に集まっていただいて検討す

ると、協議するということになっておるんですけ

ども、これからの時代は、例えば人権擁護委員会

であれ、あるいは民生委員会であれ、市の民生委

員という立場にあれば、これどんなんですかね、

年１回ぐらいの実際こういう法的な解釈をしたり、

生活保護等についても随分と３０年や４０年前と

は違った生活環境になってると思うんですが、そ

ういう研修は、実際委員に選考されてからのそう



いう人たちの研修をきちっとしないと、ただその

ときに極端に個人の判断、一人一人の個々の判断

というわけにはいかんでしょう。だから、法治国

家ですから法律に基づいた、新しい法律もできて

るわけですから、そういうことの助言なり指導は

市としてどのように今までなされてきたのか、ま

た今後もどうするのか、お答えをいただきたい。

以上です。

○議長（角谷英男君） 北島人権啓発課長。

○人権推進部人権啓発課長（北島治男君） 失礼い

たします。

ただいまの御質問でございますけれども、人権

擁護委員になられた方々の研修につきましては、

法務局の方でも当然されております。それから、

各部会に分かれての研修会も行われております。

それから、本市におきましても人権啓発推進協議

会の相談役ということで、２カ月に一度、人権に

かかわるいろいろな研修会の方にも御参加いただ

いております。

それから、現在いろいろな形で５名の方、各分

野で活躍をされてる方々でございますので、それ

ぞれの専門、民生委員の方もいらっしゃいますし、

ボランティア活動をされている方もいらっしゃい

ますし、婦人会活動等されてる方もいらっしゃい

ます。教育関係の方もいらっしゃいますので、そ

れぞれの専門性を相互に連携をしていただきなが

ら課題解決に当たっていただいてるという現状で

ございます。

それから、今後の研修のあり方でございますけ

れども、本年、１３年度中に人権擁護推進審議会

の方から人権擁護委員制度の改革についてという

追加答申が出ております。その中でも研修のより

一層の充実、人権擁護委員制度のより一層の充実

ということも述べられております。それに基づき

まして本市の方でも人権啓発課の方が事務局とな

りまして、人権擁護委員さんに係る研修について

もより一層充実を図っていきたいというふうに考

えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する御意見等を終結いたしま

す。

－１４０－

お諮りいたします。本件は、これを了承するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第１号は、原案のとおり了承することに

決しました。

次に、日程第５、議案第２号 人権擁護委員を

推薦するための意見を求めるについてを議題とい

たします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。向井市長。

○市長（向井通彦君） ただいま上程されました議

案第２号、人権擁護委員を推薦するための意見を

求めるについての提案理由の御説明を申し上げま

す。

本市人権擁護委員の古谷美枝子氏は、平成１４

年５月３１日付をもって任期満了となります。同

氏を泉南市人権擁護委員として最適任者と認め再

推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の

規定によりまして議会の御意見を賜りたくお願い

するものでございます。

なお、同氏の経歴につきましては議案書７ペー

ジにお示ししているとおりでございます。

甚だ簡単ではございますが、本議案の説明にか

えさせていただきます。何とぞよろしくお願い申

し上げます。

○議長（角谷英男君） 本件に関し、御意見等あり

ませんか。――――御意見等なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、これを了承するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第２号は、原案のとおり了承することに

決しました。

次に、日程第６、議案第３号 市道路線の認定

についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕



○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第３号、市道路線の認定について、その概要を

御説明申し上げます。

９ページをお願いいたします。提案理由でござ

いますが、道路法第８条第２項の規定により、新

家駅南住宅内線ほか１８路線の認定について議会

の議決を求めるものでございます。

市道認定につきましては、都市計画法第４０条

の規定により新たに公共施設として本市に帰属を

された道路を道路法の適用を受ける道路として管

理していく必要があるため、新規認定を行うもの

でございます。

今回の認定路線につきましては１９路線、総延

長２，６１１メートルでございます。路線名等の詳

細は議案書の９ページから１１ページに、その位

置は１３ページから３７ページに記載のとおりで

ございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――小山君。

○３番（小山広明君） 今、道路認定の御説明をい

ただいたんですが、この認定によって交付税の計

算する根拠にも１つなると思うんで、その辺の絡

みと、それからもう当然これに対しては維持管理

も市がやっていかないといけないと思うんで、そ

の辺の収支といったらどうなんですかな、入って

くるものと必要なものというのはどのように見て

いらっしゃるのか。当然、交付税算入の場合の経

費というものと、実際の経費負担というものには

差額があると思うんで、その辺はどのように考え

ていらっしゃるのか。

それから、この中には私も少し相談を受けとる

んですが、泉南高校の上に２つ池があって、上の

方の池の右側の団地で大変今道路が大きく陥没と

いうほどでもないんですが、大きく沈んでおると

ころがあって、それを相談受けて市の方に言った

ら、まだこれは移管を受けてないということで措

置ができないということで、いまだに、二、三日

－１４１－

前もあそこを通ったんですが、まだへっこんだま

まで、暗いときだったらお年寄りがこけるという

ような状態がそういう形で放置されとるんですが、

こういう開発絡みの市道については、当然完成す

れば市民としては市に引き取ってもらったもんだ

と思うと思うんですが、実際にはそういういろん

な経過があって、引き取ってない部分があると思

うんで、そういう部分の手続関係が残っておるも

のがあれば、そのほかにもちょっと御説明いただ

きたいと思います。

それから、今回こうしてたくさん出てきたんで

すが、今後こういうような市道認定のスキームと

いうのかやり方については、１つのルールをつく

っていく必要があると思うので、というのは完成

すれば速やかに市が認定するという業務をする必

要があると思うんで、その辺の決まりがあるので

あれば御説明をいただきたい。

それから、こういう道路というのは、陥没した

というとこも見たんですが、道路構造がどこまで

どの程度の条件に耐えれるのかというのは完成し

てしまってからはわからないんで、その設計段階

の中で道路構造に一定の指導もしていらっしゃる

と思うんですが、そういう点の道路構造の確認で

すね。それから、もししてない場合には開発者に

いつまでさかのぼって修理をさせるのかという、

そういう点も含めて御答弁をいただきたいと思い

ます。

○議長（角谷英男君） 石橋財政課長。

○財務部財政課長兼行財政改革推進室参事（石橋康

幸君） そしたら私の方から、交付税の関係につ

いて御説明さしていただきます。

まず、議員も御承知と思うんですけども、交付

税につきましては基準財政需要額、そして税等を

ベースとします収入額、その需要額と収入額を比

較いたしまして、需要額に不足があった場合、当

然交付税という形で交付されてきます。

その中で、今回のこの議案になっております道

路認定でございますけれども、これにつきまして

は需要額の算定の１つのベース、基本となってま

す。その中で、道路につきましては面積、道路延

長に基づいて需要額が算定されるということでご

ざいます。



それで、ちなみに平成１３年の需要額でござい

ますけども、道路面積は１，０００平方メートル当

たり１２万２，０００円でございます。そして、延

長は１キロメートル当たり６６万円でございます。

そして、今回この議決をいただきまして、この道

路台帳等の整備を行った中で交付税の中でカウン

トしていくと、需要額に計算していくということ

でございます。

ちなみに、２，６１１メートルがふえるというこ

とであれば、１キロメートル当たり６６万円でご

ざいますので、それが２．６キロという形での基準

財政需要額の方に反映されるということでござい

ます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 向井都市整備部参事。

○都市整備部参事兼施設管理課長（向井清泰君）

引き取った後の維持管理の経費、それから歳入の

面でお答えをいたします。

まず、引き取った直後というのは非常に新しい

もので、費用的には経費はかかりません。時間が

たつにつれて経過によっていろいろと劣化もして

くるということで経費はかかります。ただ、その

入と出の差はどうなるんかというのは、時間によ

るもので今言えるものではないと思っております。

それから、引き取りですけれども、まだ引き取

ってない部分があるということでございます。引

き取るには条件がございまして、市が引き取る場

合は、抵当物件とかすべて困難な部分がなくなっ

た部分から引き取っていきます。それで、引き取

りのついてない、まだとっていない部分につきま

しては、できれば表面管理だけを市民生活の維持

のために進めていきたいと思っております。

それから、構造の確認ということですけれども、

これは道路法ですか、それによってすべてされて

いるものと思っております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） 道路の構造とかに

ついては、当然開発行為によって市に帰属される

公共施設でございますんで、諸法令、また泉南市

の開発指導要綱の基準に沿った形の構造に工作物

を策定するように指導いたしております。完了検

－１４２－

査につきましては、これは大阪府の権限でござい

ますんで、府の職員が完了検査を行います。その

ときには市も当然引き取った後は完了していくわ

けでございますんで、同道いたして点検をいたし

ておるところでございます。

それから、都市計画法上は先ほど蜷川助役が御

説明申し上げましたように、完了検査の翌日市に

帰属するわけでございますけども、登記を行うと

か、他の法令のきちっとした泉南市の所有物件に

なるというのは若干おくれる場合がございますん

で、これについては期間があいてしまうと、また

今度、地下に工作物を作成するとか下水道事業を

やるとかいうような形になると、所有権が移って

ない場合にはいろいろ諸問題も出てきますので、

できるだけ都計法上の帰属が成立すればいろいろ

手続も速やかに行って、泉南市の所有物にしてい

きたいというふうに思ってるところでございます。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） 一方で入ってくる方は１，０

００平米で１２万２，０００円というふうに出てお

るわけですから、１つの考え方を示してどれだけ

必要かというのも、それはすぐは修理要らないん

でしょうけども、この道路を維持管理していくの

にはこれぐらい要るというのは出してもらわない

と、収入はこれだけあっても、実際たくさん要る

んであれば実際の需要額は要るわけですからね。

この収入と需要額の差を交付税ということで補

てんをしとるということからいえば、この数字を

きっちりして、やっぱり財政需要額の計算が現実

と合わないんであれば、それは改善をしていかな

いと地方自治体の財政は逼迫していくわけですか

らね。この辺の数字は、ちゃんと毎日維持管理を

しとる方が道路は大体年間これぐらいの維持管理

がこの分には要るよということは示してもらわな

いと、ちょっと判断ができないということで、こ

れは示してくださいよ。これは予算書なり決算書

に出とるわけですから、１つの目安としては出る

はずなんで、これはちょっと示してもらいたい。

私は、これかなり需要額計算よりは実際よく要

っとるんじゃないかなというように思っておりま

すんで、これはやはり市長も市長会あたり等で需

要額については市民生活に直結した問題ですから、



きちっとやっぱり国の方に是正をさしていくとい

うことをやっていかないと私はだめだと思うんで

すね。

それから、この翌日には引き取るということで

すから、引き取らないのは市の方の責任ですので、

市民が毎日道路を使ってるところが何か傷んで市

道だと思って言ってきたら、いやこれはまだ引き

取ってないんですよというのを言われるケースが

あると思うんですが、それは全く市民から見れば

おかしいんでね。法律に基づいてあなた方は執行

しとるわけですから、法律的には翌日から引き取

るようになっとっても、ほかの絡みでできないと

いうことは、そこを整備していかないと、やっぱ

り最終的には市民に迷惑かかるわけですので、そ

の辺はだれがやってもきちっとそういうようにで

きるように、現在できないんであれば、こういう

問題があってできないので、議会なんかも協力い

ただきたいとか、そういうちょっと実態を示して

いただいてやっていかないと、最終的に私たちが

市民からそういう苦情なんか聞いても、なかなか

それが実現していかなくて、市民の行政に対する

不信にもなるんで、その辺はもう少しぴちっとや

っていただきたいと思うんですが、今できておら

ないんであれば、いつまでにこの辺の整備をする

ということもきちっとお答えをしておいていただ

きたいと思います。

今、ずっと示しておりますこの認定の問題で、

府が検査をするということで、市も一緒に行っと

るということでありますが、どの程度構造に対し

てのチェックがされておるのか、ちょっと今の説

明では明らかになってこないんで、やはり毎日使

う道路でありますから、もう少し後々そういう維

持管理が不当に市が負わなくていいようにはちゃ

んとしておいてもらいたいと思うんで、もう少し

府の検査に立ち会う泉南市の対応としては、一体

具体的にはどういう対応を構造の面も含めてされ

ておるのか。当然、うまくいかない場合もあるわ

けですから、その場合の担保というんか、責任を

開発業者にいつまでにそういうものを負担させる

ようにもしておかないといけないと思うんで、そ

の辺最後に御答弁をいただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 向井都市整備部参事。

－１４３－

○都市整備部参事兼施設管理課長（向井清泰君）

道路の維持管理費ということでございますけれど

も、泉南市内に市道認定されている道路は約１７

１キロございます。そして、毎年度の予算として

ざっと１億５，０００万前後ということでございま

す。

それから、できるだけ速やかな引き取りという

ことでございますけれども、それについては完了

検査が終わり、速やかに引き取るのが当然でござ

いますけれども、チェックした時点で手直しとか

そういう部分も見つかりますので、そういうもの

がすべて終わった時点で完了報告を受けて引き取

りということになります。

それから、遅くなっている理由としては、登記

関係書類とか工事関係の図面等書類が出ていない

場合は、その書類の不備がきちんと整理されてか

らの引き取りということで時間がかなりかかる場

合もございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） ちょっとお聞きいたしま

すが……

〔小山広明君「何ですねん。何の発言ですねん、

私が質疑してるのに。何もないのに議長と言

うて当てるのはおかしいですよ、私が聞いて

るのに」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） いやいや、だからまだ言お

うとしてるんでしょう。

〔小山広明君「そら、議事進行なら議事進行と

……」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） だから、議長と言うから指

名をして、これから巴里議員が議事進行か何か言

おうとしてる先に言われた。議事進行ですか。

○２２番（巴里英一君） 運営ですね。

○議長（角谷英男君） はい。

○２２番（巴里英一君） 今質問されてる議員は、

当該委員長だというふうに思います。こういった

中で質問される前に委員長として把握したいとい

うことであれば、その議案について関係職員を呼

んで自室なり控え室で聴取するということの方が

円滑に進行するんではないかということの運営の

あり方をひとつ議長としては記憶願いたいと思い



ます。

〔小山広明君「議長、それはおかしいですよ。

議長」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 十分注意しながらやってい

きたいというふうに思います。小山君、何ですか。

○３番（小山広明君） いや、今の議事運営で何か

手を挙げられて意見を言っておられますが、そん

なの理由にならないでしょう。私が委員長だから

って、私今質疑しとるわけですから、それはどう

いう関係があるわけですか。当然、議会前にそら

委員会ありますよ。そら説明を聞きますよ。だか

らというて、本会議場で議案が正式に提案されて、

そこで質疑するということが、何で委員長である

ことが制約されないかんわけですか。それはおか

しいです、そんなことで議事運営されたら。

○議長（角谷英男君） 議事運営ですから、意見と

してはお聞きしました。それだけです。それは、

今後私が議長として注意をしてやっていきたいと、

そのように考えております。小山君、どうぞ。も

う２回過ぎてますから。

〔小山広明君「答弁中じゃないですか、まだ１

人しか答弁してない」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） いや、答弁は終わったでし

ょう。

〔小山広明君「そんなことないですよ。答弁終

わった」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 終わってるから言うてるん

でしょう。そう認識しています。もう３回目です

から。小山君。

○３番（小山広明君） 今答弁をいただいたんです

が、１７１キロで１億５，０００万円だと。そのこ

とが先ほど言った財政需要額の収入の計算との関

係でどうかということをちゃんと説明いただかな

いと、そのことを私は議論しとるわけですから。

そして、なぜそういうことを聞くかといえば、収

入は必要な経費を賄ってないんじゃないかという

ことの問題意識で聞いとるわけですからね。

単に大きな道路も全部入れてグロスで１億５，０

００万だからということでは説明になってないと

思うんで、我々は質疑を制約されとるわけなんで

すね。十分できないわけですよ。だから、答弁と

いうのはきちっとするように、議長におかれても

－１４４－

答弁内容を聞いてやっぱりちゃんと整理してもら

わんと、議場の中からももう２回や３回やという

話が出るわけですからね。必要なのは、十分に議

論がそこで尽くされるということが議会本来の意

味やからね、やっぱりちゃんと議長も整理をいた

だきたいと思います。

それと、先ほど言ったように、私は大阪府に一

緒についていって見とるというけれども、どこま

で具体的にやっとるんですかということを質問し

とるわけですからね、このことの答弁はないわけ

ですよ。だから、ちゃんと私は制約の中で質問し

とるわけですから、もう少しやっぱり我々の立場

を理解していただいて、ちゃんとした答弁してく

ださいよ。私も何回もやるというようなつもり全

然ないわけですからね。それは議長も議事進行し

ておわかりだと思いますが、行政の側の答弁も至

って不十分だと思いますよ。そこはちゃんとやっ

ていただきたいと思いますね。

○議長（角谷英男君） 向井都市整備部参事。

○都市整備部参事兼施設管理課長（向井清泰君）

道路のチェックの基準ということでございますけ

れども、工事施工途中で職員が出向いて、そこの

工事の写真を撮って、それで確認しております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――巴里君。

〔小山広明君「ちゃんと言ってくださいよ。議

長、さっき収入と支出の問題言ったでしょう。

だめでしょう、そんな運営されたら。僕はそ

れをわざわざ言っとるんだから」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） お静かに願います。巴里君

を指名しました。

〔小山広明君「議事運営」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） 私はわざわざ言っとる。１

億５，０００万ではわからないでしょうと。全体の

ことを言っただけじゃないですか。だから、初め

に具体的に言ったように、１，０００平米当たり１

２万２，０００円と示したわけです。それに対して

実際の維持管理はどんだけですかと。説明してく

ださいと言っとるのに、それ何も説明せんと次に

行ったら質疑にならないじゃないですか。ちゃん



とさしてくださいよ、そんなもの。

○議長（角谷英男君） 質疑の時間、回数について

は本来会議規則であれば２回ということになって

おりますが、配慮してふやしております。その範

囲内でやっていただかなければいけないというこ

とで終わったわけであります。巴里君。

○２２番（巴里英一君） 議長は５５条あるいは５

６条、５７条において議会運営の責任を負ってる

わけですから、そういった処置は当然議長の裁量

権の中にあるんであって、それを越えてやるとい

うことは議員としても余り好ましくないんじゃな

いかと私は思いますよ。これ意見ですが、こんな

意見あきませんけど。

実は議案が１９件出されてるんですが、この中

で入り口があって出口が――出入り口が１個にな

って、抜け道というんですか、そのままずっと抜

いていくというのが１２件、行きどまり、接道が

ないというんですね。

これは以前、私、市道認定するときに向こうど

うですかと言うたときに、いや接道がないんで、

それはちょっと難しいですということで否定され

た覚えがあるんです。それだったらだめなんだな

と。片方に入り口があれば、出口も向こうにどこ

かに結びついてない限りだめなんだという理解を

しとったんです。ずうっとこの間、図が出てきて

るのは、向こうの接道がなかったって認定をして

きてるということになってるんで、その点はどう

なのかなということと、そして建築確認おりたと

きに幅員が４．９メートル以上とらなきゃならない

という部分と、この中に１８の市場長慶寺砂川線

支線で４．４５メーターが１１５メーター、４．９メ

ーター内で施工されたのが建築確認でおりてるん

だろうとは思うんですが、こういった前の道路の

問題も含めて若干どうなのかなということです。

そして、もう１点は、道路延長ですね。道路延

長が１０メーターでも市道としていわゆる建築確

認受けた道路であればするんだと、あるいは２０

メーターでも市としては市道認定の条件かなえて

れば別にそれはいいんだということなのかの確認。

３点ですね。

○議長（角谷英男君） 向井都市整備部参事。

○都市整備部参事兼施設管理課長（向井清泰君）

－１４５－

道路の抜け道がないということですけれども、そ

の部分につきましても入っていって、奥の方で回

転する場所があれば可能です。

それと、道路認定基準がございまして、幅員が

４メートル以上ということになっております。た

だ、それと延長の件なんですけれども、開発で余

り短い１０メーターというのは考えにくいかなと

思います。開発とか、それに伴う認定のことなん

ですけれども。距離的には正確なものはちょっと

僕もわかりにくいんですが、市道として皆さん方

が生活道路として使えるような状態のものであれ

ば認定をしていきたいと思っております。その延

長も含めて、短い長い、余り大きな差がない形で

認定していきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 回転があれば――回転と

いうんですか、バックしてできる場所を確保して

いれば、それは認定の条件としてはいいんだとい

うこと、これはわかりました。延長が最低何ぼ以

上なかったらだめだというのはどこに書いてある

んかなと思ったら、なかなか書いてるところがな

いんで、市道認定する場合。我々資料として持ち

合わせてませんので、１０メーターは無理、５メ

ーターは無理ということ、それはだれが考えても

５メーターぐらいはならない。少なくとも最低何

十メーターとかいうふうにあると思うんですが、

市道認定する場合ね。それが明確に出てると思う

んですが、その点はわからないのかどうか。

もう１つ、これ問題なんですが、いわゆる４．４

５メーターというのは最低条件だということにな

りますけども、余り都市計画の中にミニ開発とし

ては芳しい道路形態では僕はないんではないかと。

それを市道認定していくということは、ミニ開発

を容認していくんだということで、住環境の整備

の中では決していい道路の形にはならない、市道

の形にはならないと。それでも道路移管されると、

市がそれを整備していかなきゃならないというこ

とがかかってきますから、そういった面ではいか

がかなというふうにも思うんですが、そういった

点はやむを得ないんだということなのか。それと

もそれはきちっと法的にはできるんだということ

なのかということですね。



市の開発要綱にはそのメーター数は余り書いて

ないと思うんですが、４．９ということで最小限そ

れは要るということで書いてますから、皆さんミ

ニ開発しても、１０軒、２０軒建ててるとこも全

部それ以上の幅員はとってると思うんですが、４．

２５メーターというのは余り僕は聞かないんです

が、そういう点はいかがなんでしょうかね。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） ２点についてお答

えをさせていただきます。

まず、道路認定に当たって延長の基準があるの

かどうかという御質問でございますが、例えば１

０メーターしかないから市道認定は行わないんだ

とか、何メーター以上とかいう基準は設けており

ません。当然、開発行為によって道路の延長とい

うのはいろいろ長短あるわけでございますんで、

道路基準に合った形での道路引き取り及び認定を

行っていきたいということでございます。

それと、１１ページの第１８の市場長慶寺砂川

線の支線の道路認定に当たりまして、幅員が４．４

５メーターから４．９メーターということになって

ございますが、この部分につきましては現道がご

ざいまして、現道の拡幅を一部行ったわけでござ

いまして、これセットバックの関係で、４メータ

ーあるわけでございますけども、一方側が４５セ

ンチバックするという形になってございまして、

将来的には４．９メーターの道路にいたしたいとい

うことでございます。片側だけがセットバックの

形になってございますんで、その点御了承いただ

きたいということでお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 今の部長の説明はわかる

んですけども、建築確認をおろすときにセットバ

ックだということであれば、今の泉南市の都市計

画道路もなんですが、５メーター後退という問題

もありますけども、それであれば、その条件を住

まれてる方が了解したら、そういう形でもこの道

路でも認定できるんだということの理解でいいん

ですね。

もう１つは、僕は気になったのは、先ほど言っ

たので大体ええかなと思ったのは、公共下水の取

り込みといいますか、ジョイントするためにかな

－１４６－

り入っていくと、それ全部ジョイントするのに市

道でなかったら引けないという問題が片一方では

出てくるという、そういう条件だというふうに理

解したんですが、それはそういう意味、理解でい

いんですね、公共下水道の関係との。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） 申しわけありませ

ん。先ほど４．４５メーターのことでセットバック

と申し上げました。これは水路がございまして、

水路のふたがけによって有効幅員ができるという

ことで４．４５メーターの――道路認定は４．４５メ

ーターということでございます。おわびして訂正

いたします。

それから、認定に当たってのいわゆる延長はな

いんだというお話をさせていただいたわけでござ

いますけども、当然いわゆる地下の工作物をする

場合には、市道の場合は当然道路交通法の所管も

受けますんで、警察協議とか要るわけでございま

して、かなり市の帰属した道路に接していろんな

形態の生活道路とかございまして、そこに地下の

埋設物をするという場合、かなりいろんな手続を

踏まなければいけないということがございます。

それらも整理しなければいけないわけでござい

ますけども、そのために市道に認定するというよ

うなことは現在はやっておらないわけでございま

して、生活道路としての維持管理は、当然施設管

理課の方ではやっていかなければならないという

ふうに思っておるところでございます。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――和気君。

和気議員の質問の前に、先ほどもありましたが

理事者に申し上げたいと思います。各議員の質疑

に対しては、問われていることをよく把握をいた

だいて、混乱のないように的確にお答えを願いた

い、そのように思います。

以上です。

○１９番（和気 豊君） 先ほどからの質問者と答

弁者のやりとりを聞いておりまして、そのことを

踏んまえて質問をしてまいりたいと思います。

先ほど市道認定については、関係諸法令やとり

わけ泉南市の業者指導の基準であります開発指導

要綱にのっとって、いろいろそこにうたわれてい

る制約、条件を具備した上で市道認定をしている



んだと、こういうふうにおっしゃいました。

そのことを踏んまえて聞いてまいりたいと思う

んですが、例えば街路灯や防犯灯その他の道路表

示なんかが必要な、標識は公安委員会、大阪府が

設置するわけですけれど、市で設置しなければな

らない、そういうふうないろいろなまちづくりに

かかわる施設といいますか、そういうものについ

ては、これは開発地内については業者の負担でや

らしていくと。そういうものが十分整ったから当

然引き取ると、こういうことになっているという

ふうに思うんですが、その辺ですね。

例えば、引き取ったけれども今もってそういう

ものが、引き取りの際に先ほど言われました、確

認されました条件が具備されていない。しかし、

引き取っている。そして、当然引き取りの際には

具備していなければならない施設がまだ設置され

ていないと、こういうところはないのかどうか。

その辺少しお伺いしたいなというふうに思うんで

す。

まちづくりを進めていく上で、やはり当然業者

の責に帰すべきものは業者にやらしていくと。市

がいたずらに負担すべきではないというふうに思

います。だからこそ開発指導要綱もあるわけです

からね。その辺はどうでしょうか。

○議長（角谷英男君） 向井都市整備部参事。

○都市整備部参事兼施設管理課長（向井清泰君）

引き取りに際しては、条件というんですか、それ

がありまして、防犯灯等はつけられております。

しかし、ついてないところもございますので、そ

の部分については、業者からの負担金をまず納入

していただいて、その負担金によって市の方で施

工しております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 先ほど巴里議員からお示

しのありました市場長慶寺砂川線支線ですね。こ

れについては４．４５と。私もこれだけが最少幅員

が他のところに比べて少ないということで奇異に

思いました。しかし、答弁いただきましたので納

得をしましたけれども、これはセットバックでは

ないんですね。水路敷、ここにふたをして、実質

上道路として供用されているということで実際上

－１４７－

４．９、これは満たしてると、こういうことなんで

すね。

それで、接道道路の基準というのがあるんです

が、公道に面する接道の部分ですね。これは０．３

平方キロメートル未満、３，０００平米ですね。約

１，０００坪弱ですが、それについては４．０メート

ル以上――未満はね。それから、これを超えて１

平方キロまで、３，０００坪までは５．０というふう

になってるんですが、この中でこの０．３から１．０

と、いわゆる公道に接道する部分が５メートル以

上なければならないと、こういうのはどれがある

んでしょうか。全部４メートル以上ということで

いいんでしょうか。その辺もあわせてお聞かせを

いただきたいと。

それから、ちょっと私、具体にようけあります

から全部は見てこれなかったんですが、例えば２

番目の砂川線がありますね。これは９本この開発

地内に電柱が立ってるんですが、そのうち７基防

犯灯がついていると。それから、市場山手台線で

すね。これは９本あるんですが、９本すべて防犯

灯がついてる。一方、市場長慶寺砂川線支線です

ね。これは５本あるんですが、５本ともまだつい

ていない。それから、既に昨年の９月議会で論議

になりました市場西線ですね。全長、開発地内だ

けで３３０メートル。それから、業者に負担さし

て通り抜けにするために１３０メートル新たな道

を延長さしたと。全部で４４０メートルになるん

ですが、ここには７本電柱あるんですが、もう既

に住宅もかなり張りついています。半分近く張り

ついてるんですが、ここには地内には１本もつい

てないんですね。地内で電柱が５本ありますが、

１本もついていない。

そして、そこを外れたところ、出口のところの

上から、山の方からいきますと７本目にやっと１

本ついているというふうな状態なんですよ。これ、

通り抜けの道ですからね、いわゆる通称小栗街道

が混雑するためにあの道をよく利用される。通り

抜ける道になってるんですね。既に住宅も１０軒

以上張りついていると。先の開発と後の開発があ

りますから、両方合わせますと１０軒以上張りつ

いていると。

当然、防犯灯が設置されていいというふうに思



うんですが、開発地内には一切ついていないとい

うことで、先ほど小山さんからルールの問題が言

われました。一体それを見る限りルールがどうな

っているのか。

ちなみに、その市場西線とこの市場長慶寺砂川

線の支線ですね、これはちゃんと後日市が設置を

するということで負担金の納入はあるのかどうか。

一体どのぐらいの負担金――すべての電柱につい

てるところもありますから、すべての電柱につい

ているような開発地も先ほど御紹介申し上げまし

たようにあるわけですから、一体、今私、電柱の

本数も申し上げました。どの程度の負担金を取っ

ているのか。その負担金の名目は開発者協力寄附

金の中に組み込まれているのか、別途ちょうだい

をしているのか、その辺も明らかにしていただき

たい、こういうように思います。

○議長（角谷英男君） 市道都市計画課長。

○都市整備部都市計画課長（市道登美雄君） 私の

方から、ただいま御質問のありました開発に伴い

ます接続道路、その件についてお答えいたします。

先ほど和気議員さんの方からの御指摘、お披露

目のありました３，０００平米未満の開発に関しま

しては、その開発地内に接続する道路、その幅員

が４メーター以上、先ほどおっしゃられたとおり

でございまして、３，０００平米を超して１ヘクタ

ール――１万平米でございますけれども、それま

では５メーター以上と。それから、１ヘクから１

０ヘクまでが７メーター以上というふうに規定が

ございまして、開発されておる分についてはそれ

らを守っていただいてるということでございます。

以上でございます。

〔和気 豊君「議長、守ってるかどうかを聞い

てないんです。面積の関係で明らかにしてほ

しい。だから面積規定で接道幅員決まるわけ

やからね」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） 質問をよく聞いて、先ほど

言ったように。市道都市計画課長。

○都市整備部都市計画課長（市道登美雄君） ただ

いまの開発の関係でございますけれども、今申し

上げましたとおりの開発規模ですね、それらにつ

いてはこの開発指導要綱に規定されております部

分を守っておるわけでございますから、その面積

－１４８－

というんですか、その開発面積の分についてはそ

ういうことになってございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 向井都市整備部参事。

○都市整備部参事兼施設管理課長（向井清泰君）

防犯灯につきましては、ついているところ、つい

ていないところいろいろおっしゃられて、今すべ

ての道路につけれるような形には持っていきたい

と思っておりますけれども。それから、負担金で

取っているところ、開発者負担金ではございませ

ん。それと別に協力金というような形で予算化を

しております。

それから、防犯灯については地元の方々からの

要望なりお聞きいたしまして、私どもの課の方か

ら職員が見に行って、それで確認した上でその照

度が足らないとかいうところについてはつけてお

ります。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 議事進行上、抜けている

点について。私、極めて現状は十分条件を具備し

て引き取ってるという前提があるにもかかわらず、

質問していきますと、やっぱり分担金で取ってる

とか、協力金で取ってるとかいうのが出てきて、

今もって必要だろうと思われる市場西線なんかに

はほとんど――ほとんどと言って全く開発地内に

はゼロなんですよ。公園に１つ、園庭灯がついて

るだけなんですね。

その辺の一貫性がない点について、どういうふ

うにされるのか。今後のあり方について基本的に

お示しをいただきたい。こういうことを最後に聞

いてるわけですから、ちょっと抜けんようにお答

えをいただきたいなというふうに思うんですよ。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） 道路以外の開発行

為に伴いまして引き取る公共施設の関連でござい

ますけども、防犯灯などは工事の完了検査のとき

には当然設置をされていないわけでございまして、

入居を見計らいながらと申しますか、入居という

か建物が建っていって、必要の――余り最初から

つけるともったいない話でございますから、電気

代の要ることでございますんで、入居の都度、必



要性に応じてつけてるわけでございます。関電柱

なんかにつける場合は、これは当然関電に委託を

行ってつけるわけでございますんで、その時期に

ついては泉南市の施設の判断でやっております。

それから、費用については、これは当然開発区域

内の公共施設でございますんで、開発者に負担を

させるということでございます。

それと、負担をさせるということでございまし

て、それは開発を行うに当たっての事前協議の段

階で、どこに何基必要かと、そういう図示をして

協議を行った上で、それに基づいて設置をしてい

るということでございまして、費用は開発者に負

担をさせておるというのが現状でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 最後にします。

私は、具体的な事例を市場西線で挙げているわ

けですよ。それで、一部開発地内３１０メートル

を通り、そしてあと１３０メートルは開発地外で

すが、通り抜け道路としていわゆる混雑解消のた

めに一定誘導道路にもなってるわけですね。そう

いうところに、そしてなおかつもう既に半分近く

が張りついているという現状に照らして、やはり

つけるべきではないかというふうに申し上げてい

るわけで、そういう点、やっぱり速やかに――つ

けてもいわゆる電気がつかないように、電力を送

らないように、電流が流れないようにしといたら

ええわけですよ。そして、一定必要なところには

点灯すると。

こういうことで、当然その辺、やっぱりあれだ

け問題にした、９月議会でね。あれからもう６カ

月たっているわけですから、当然よく状況も見て

いただいて、その辺はやっぱり住民の環境保全と

防犯上問題ない、瑕疵ないような状況というのを

つくられると、こういうことが必要ではないかと

いうふうに思います。市場西線、現状を見て、必

要確認の上、速やかにおつけになると、こういう

ことになりますか。どうですか。基準をつくると

いうこととあわせてお示しをいただきたい。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） 先年の９月議会で

御承認賜りました市場西線、この道路にかかわり

ます防犯施設については、現地調査の結果を踏ま

－１４９－

えまして、現地調査を行いまして、開発者との協

議どおりの施設の設置を協議していきたいという

ふうに思っております。指示いたします。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――上山君。

○１０番（上山 忠君） ちょっと１点だけお聞き

したいんですけども、桜ケ丘住宅から幡代におり

ていくところの今開発地域や住宅地がありますけ

ども、コミバスの運行経路の関係で、あそこが市

道認定されてないがゆえに桜ケ丘住宅にコミバス

が入れないというふうな答弁がございましたけど

も、あそこはもうかなりの時期がたってると思う

んですけども、なぜ市道認定ができてないのか。

コミバスとの関係で１年後に見直すというふうな

答弁がありましたんですけども、あそこが市道認

定されない以上は、桜ケ丘住宅にコミバスが入っ

ていけないということになるわけなんで、その辺

のところはどういうふうな経過をたどってまだ市

道認定できてないのかということ。お願いします。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） ちょうど阪南市と

の市域界に沿ってございます桜ケ丘住宅のメーン

道路と申しますか、この部分につきましては、相

当、昭和４０年代の後半の開発ではなかったかと

いう記憶がございます。当時、かなりいわゆる旧

住造法の開発による公共施設の移管というのがな

おざりになった部分がございまして、あの道路部

分はたしか個人所有地に現在もなっておるのでは

ないかなというふうに思っております。

再三所有者と市に帰属するようにという話をし

ておるわけでございますけども、現在は登記上は

市の所有物にはなっておらないということでござ

いまして、いろいろ建築に当たっての水道管を引

くとか、その他もろもろの支障もございますわけ

ですけども、現在生活道路として表面的な管理は

泉南市が行い、費用負担も阪南市に請求をしたこ

ともございます。

それと、できるだけ早く法的にもきちっとした

ものにしたいわけでございますけども、なかなか

相手の理解が得られないので難しい部分がござい

ます。

それと、あの道路は海側に向かって一方通行に

なってございまして 一方通行というか、線に



なってございまして、突き当たりまで行くと回転

が難しい状況もございますんで、バスの運行の問

題については、ちょっと協議は必要ではないかな

というのが私の認識でございます。

○議長（角谷英男君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） 私が言ってるのは、新し

く開発途上のところで、今多分リバー産業か何か

がやってるところで、府道大阪和泉線ですか、あ

れから信号から幡代におりていくちょっとしたと

ころから上に上がってるちょっとカーブのきつい

道路があるんですけどね、あそこがなぜというこ

となんで、今部長言われたのは、道としては私は

理解しておりますんで、あそこのとこが市道認定

できれば、桜ケ丘住宅もワンウエイ方式でずうっ

と通り抜けができるんじゃないかというふうな質

問なんですけども。

○議長（角谷英男君） 向井都市整備部参事。

○都市整備部参事兼施設管理課長（向井清泰君）

ただいま御質問を受けました件につきましては、

調査してこれから検討していきたいと思っており

ますので、よろしくお願いをいたします。

○議長（角谷英男君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） 調査して検討する。おか

しいよ。ちゃんともう調査は済んでるんと違うん

ですか。道の形態をなしてるわけなんですよ。そ

れで、常に地域の人の車が通ってる道なんですよ。

○議長（角谷英男君） 答弁は。――――山内都市

整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） ちょっとシャルム

何とかいう名前の住宅ではなかったかと記憶して

るわけでございますけども、都市計画法上は既に

完了検査も行って帰属しておるわけでございまし

て、当然宅地もたしか２区画程度は建築物がある

んではないかというふうに思っております。まだ

これから建物が建ち出すと防犯施設等も整備をし

ていくわけでございますけども、道路の認定に当

たっては、少しいわゆる登記できるかどうかとい

う関係もございますんで、その部分は調査して、

できるだけ早く市に引き取って、帰属してるもの

でございますんで、認定ができるような形態を整

えたいというふうに思っております。

○議長（角谷英男君） 上山君。

－１５０－

○１０番（上山 忠君） 前の常任委員会、厚生消

防ですか、桜ケ丘にコミバスが入れない理由はと

いうことで、あの道路が市道に認定されてないの

であそこを通過できないという答弁があったわけ

なんですよ。そやから、そこは既にもう市道に認

定されとる、帰属されとるとするならば、コミバ

スの経路にすぐでも入れられるんと違うんかなと

思うんで、その辺は調査の結果、どういうふうな

形になるかいうことはまた検討をお願いしますん

で、また結果の方も報告をいただきたいと思って

おります。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――松本君。

○１１番（松本雪美君） 今、牧野にはミニ開発の

住宅開発地が幾つもありまして、大体そういうと

ころが今回市道認定をされるという状況になって

るようですから、私もちょっと調査が不十分です

けれど、地域のこのミニ開発地の中が電柱があっ

ても暗くて、防犯灯がついていないというような

ところは、住民の方の要望も暗い部分も出てきて

ますから、その部分は整理して要望を届けさして

いただければ、当然防犯灯の設置はしていただけ

るものということで今までの論議を聞いてわかり

ましたんで、よろしくお願いします。

そして、もう１つ、古い地域の開発地があるん

ですが、永寿池南線、８番ですね。その中で住ん

でおられる方が、もうここは十三、四年ぐらい、

もうちょっとなるかも、１０年以上にわたってる

と思うんですけどね。ここに住んでおられる方が

自分の家の前のアスファルトが悪いので、夏にな

ったらアスファルトが沸き出して、靴にへばりつ

いてえらいこっちゃと。修理をしてほしいと、こ

ういうふうに要望したら、市道と違うからなあと

言いながらやってくれたそうですけども、またや

っぱりあかんのですよね。

私は、古い開発地の中が市道認定されたとして

も、当然先ほどもどなたかおっしゃってました、

だばりんこになって水が飛ぶような場所とか、そ

れから今言うたみたいなアスファルトが溶けてく

るところとか、そういうような悪いところは当然

きっちりと生活道路として位置づけて――生活道

路ですからきちっと整備をしていくと、要望があ

れば即対応すると、そういうことで今回確認さし



ていただいたらよろしいでしょうか。

○議長（角谷英男君） 向井都市整備部参事。

○都市整備部参事兼施設管理課長（向井清泰君）

今回、市道認定をするわけでございます。そして、

そういう支障のある部分については、予算の範囲

内で速やかに進めていきたいと思っております。

○議長（角谷英男君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 予算の範囲内でとおっし

ゃいましたけど、そしたらもう年度末でしょう。

今の時点では予算がないからもうだめですと言っ

ても、必ずそういうことで先送りして、ほったら

かしにすることのないように、もう要望があれば

すぐ対応するということで、よろしくお願いしと

きます。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第３号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第７、議案第４号 職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第４号、職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について御説明を申

し上げます。

３９ページでございます。提案理由でございま

すが、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する

法律の一部を改正する法律が平成１３年１２月７

日に公布され、国家公務員において育児または介

護を行う職員の深夜勤務、及び時間外勤務の制限

－１５１－

を規定する部分につきまして改正が行われたこと

に伴い、地方公務員においても当該改正に準拠し、

同様の措置を講じることとされたことによりまし

て、本市においても所要の措置を講じる必要から、

地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議

決を求めるものでございます。

議案書４１ページをお願いいたします。改正の

内容でございますが、大きく分けて３点ございま

す。

まず１点目は、育児を行う職員の深夜勤務の制

限につきまして、これまで小学校就学の始期に達

するまでの子のある職員について、深夜その職員

にかわって養育することのできる同居の親族がな

い場合、公務の正常な運営を妨げる場合を除き深

夜勤務をさせてはならないと、こうされておりま

したけれども、職員にかわって養育する同居の親

族を職員の配偶者と改めました。

２点目でございますが、育児を行う職員の時間

外勤務の制限につきまして、深夜勤務の制限と同

様に同居の親族から職員の配偶者に改め、時間外

勤務の上限を１年について３６０時間、一月につ

いて３０時間から、１年について１５０時間、一

月について２４時間に改めたことでございます。

また、３点目でございますが、介護を行う職員

の深夜勤務及び時間外勤務の制限につきましても、

深夜勤務及び時間外勤務の制限が適用される職員

について、状態として当該要介護者を介護できる

当該要介護者の同居の親族として規則で定める者

のない職員に限るという改正前の要件を削除し、

要介護者がいれば同居の親族の有無にかかわらず

深夜勤務及び時間外勤務の制限の対象となり得る

こととしたものでございます。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、御承認賜ります

ようお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――質疑なしと認めま

す。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と



することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第４号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第８、議案第５号 職員の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第５号、職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について御説明を申し上げ

ます。

提案理由でございますが、地方公務員の育児休

業等に関する法律の一部を改正する法律が平成１

４年４月１日から施行されることにより、育児休

業及び部分休業の対象となる子の年齢が１歳未満

から３歳未満に延長され、当該制度の拡充を図ら

れることに伴い、市条例において規定することと

されております部分についても所要の改正を行う

必要から、地方自治法第９６条第１項の規定によ

り議会の議決を求めるものでございます。議案書

の４５ページをお願いいたします。

改正の内容でございますが、これも大きく分け

て３点ございます。

第１点目は、第２条第３号でございます。育児

休業の対象となる子の年齢が３歳未満に引き上げ

られたことに伴い、代替要員の確保措置として育

児休業の請求期間を限度として任期を定めた職員

の採用が可能となり、それらの職員については育

児休業をすることはできないとするものでござい

ます。

次に、第３条第３号でございますが、再度の育

児休業をすることができる特別な事情として、育

児休業の請求の際、両親が育児休業等により子を

養育するための計画について、育児休業計画書に

より任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育

児休業をし、当該育児休業の終了後、当該職員の

－１５２－

配偶者が３カ月以上の期間にわたり当該子を常態

として養育している場合、再度の育児休業ができ

るとするものでございます。

最後に、第５条第２号でございます。育児休業

の承認の取り消しの事由について。育児休業の取

得できる期間が３歳未満に延長されたことにより、

「育児休業をしている職員について当該育児休業

に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようと

するとき。」を加えたことが主な改正内容でござ

います。

以上、簡単でございますが、説明とさせていた

だきます。よろしく御審議の上、御承認賜ります

ようお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――小山君。

○３番（小山広明君） もう少し実態面でこの改正

によってどうなるのかという御説明をいただきた

い。１つは、育児休業の制度が内容が育児をする

方にはより有利になったということですが、その

ために職員を採用するというものも含まれており

ますので、その辺のことについて市がどのような

この条例の改正によってなるのかということを、

もう少し数字なり効果なりを踏まえて御説明いた

だきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

（橘 正三君） 先ほど助役の方から御説明申し

上げましたように、今まで１歳までしかとれなか

った分が３歳まで引き上げられたと。それに伴い

まして条例を改正するものでございまして、主な

点につきましては、育児休業が３年に引き上げら

れましたので、１年を超える場合は任期つきの職

員を採用できるという形になりました。１年以内

の場合は臨時職員でという形になりました。

それに伴いまして、当然育児休業の代替の方と

して採用する職員については、育児休業はとれな

いということの規定が行われたわけです。

それと、３条につきましては、育児休業が３年

に延びましたんで、今まではそういうことが起こ

らなかったわけなんですけども、育児休業を取り

消しの理由として、現在育児休業をとってる子供

の、順番にいえば１子にとった場合、２子ができ



た場合は、その育児休業は取り消されます。その

取り消されたことが、さらにその２子が死亡ある

いは養子縁組等で育児休業する必要がなくなった

場合は、さらにこっち側のもとの方について再度

育児休業がとれるというような形でなされたもの

です。

全体としましては、とにかく育児休業がとりや

すいように、また延長されたことによりまして育

児休業がとりやすいようにという形で改正された

もんでございます。当然、家庭と職場の両立とい

うんですかね、これを助けるために改正されたと

いうもんでございますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） だから、私質問したことに

一遍に答弁していただきたいんですけどね。そう

なってくると、臨時職員なり任期つきの職員を採

用しないと市はやっていけないわけでしょう。そ

のことで具体的に市の行政運営にどう影響がある。

当然雇わないかんわけですから、それだけ十分制

度も充実したわけですからね。そういう点ではっ

きりいえば財政的にはこれで財政出動が伴ってく

る。そういうことも初めから質問しとるわけです

から、ちゃんと全部答えてくださいよ。その制度

の１つの趣旨はよくわかりました。

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

（橘 正三君） 財政的には育児休業は無給でご

ざいますんで、当然育児休業をとられてる方につ

いては給料は支払いません。当然、新たな育児休

業のために採用した方に給与を支払うという形に

なります。

ただ、先ほども申してますように、当然任期つ

きの職員さんでございますんで、一からのスター

トということですんで、財政的には決して負担に

なるという形にはならないということでございま

す。ただ、育児休業が３年に延びれば、当然実際

の仕事につきまして、例えばぱらぱらと半年ごと

に人がかわるというようなことになれば当然仕事

に支障が出ますんで、それを補うために３年とい

う期限つきの職員という形になったものでござい

ます。

－１５３－

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） 無給だからそのかわりであ

ってもフィフティー・フィフティーだという説明

ですが、それだけでは済まないんじゃないかなと

思うんですがね。どれだけの人がこの育児休業を

とる状況下にあるのか、この制度を今どれぐらい

の方が活用しとるんかわかりませんが、やっぱり

なれてきた職員が長期間育児休業で抜けるわけで

すから、そこにすぐ人を入れたところで、当然す

ぐ同じような仕事になるわけではないのでね、相

当、働いとる人の権利を拡充したということは業

務においてもやはりいろんな影響が出るだろうと

思うんですね。ただもらってる給料そのままゼロ

やからこちらに行くというだけではない。いろん

な手当なりいろんなものがありますからね。

そういう点も含めて、こういう制度によってど

ういう市政運営上影響があるのかということは、

もう少し議案提案の中ではきちっと具体的に示し

ていただきたい。さっき言いましたように、この

制度を使ってる現在の人がどんだけで、これをす

ることによって当然ふえてきたり、いろいろ対応

が変わってくると思うんで、その辺の実態と影響

ということに絞って御説明をいただきたいと思い

ますが。

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

（橘 正三君） そこで今までずっと継続して仕

事をしていた職員がかわりますんで、当然影響は

出るものと思います。ただ、これは一概に育児休

業ばかりでなく、ほかの休暇というんですか、長

期の休暇をとった場合でも同じ結果が起こるのは

当然だと思います。

ただ、今回特に任期つきの職員を採用できると

いう形になりましたのは、その長い期間の休暇を

とられた場合に、なるべく公務への支障がないよ

うにという形でこういうものができてきたもので

ございますんで、よろしく御理解のほどをお願い

申し上げます。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） どうも抽象的な説明で全然

余りよくわからないんですけどね。やっぱり１歳



を３歳にしたということは、相当利用する方から

いったらふえるわけですからね。当然行政に影響

あるわけですから、この制度によってどうかとい

うのをもう少し具体的に説明していただかないと、

この条例改正の意味というのが具体的には見えな

いということなんで、これ以上聞いても答弁でき

ないんでしょうね。

だから、この程度のことではほんとに条例の改

正が具体的にはどうなるのかということがさっぱ

り我々聞く側にはわかりませんので、もう少しこ

ういう条例の説明については、今後の行政がこう

いう形になるんだと、このことでね。１歳が３歳

になるわけでしょう。これは大変大きな、利用す

る方からいったらいい制度ですからね。

しかし、一方行政運営することからいえば、そ

んだけ人材が抜けるわけですから、任期採用がで

きるというようになったとしても、そこらやっぱ

り形態が変わってくるわけですので、もう少し市

民がどういうところに関心を持っとるのか、議会

についてもですね。そういう視点に立ってやっぱ

り議案の説明をしていただきたいと。要望にしと

きます。答弁あればしていただいたらいいですけ

どね。それ以上答弁ないんであれば、要望にかえ

ときますが。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――真砂君。

○５番（真砂 満君） １点だけお聞かせをいただ

きたいと思います。

今御説明いただきましたように、１歳から３歳

になって非常に条件整備ができると、担保ができ

ましたからね。代替の職員、期限つきといえども

配置をされるということですから、非常にとりや

すくなったと。環境的に整備をされたということ

だろうというふうに思います。それで、今説明を

聞いててちょっと疑問になったのは、３カ年間任

期つき職員の任用ができるということで採用され

るわけですが、この採用される職員の身分ですね。

多分嘱託職員であろうというふうに思うんですが、

今人事でやられている、なぜかよくわからないん

ですが、２年の期限つきの嘱託職員採用との整合

性ですね。そのあたりについてどう考えられてる

のか。

それと３カ年、多分限定ですからその嘱託職員

－１５４－

の異動なんて当然あり得ないというふうには思い

ますが、そこらはどうなのかですね。極端に言い

ますと、例えば幼稚園であるとかそういった免許

を持ってられる職員さんと一般事務の方と取り扱

いが変わるのかどうかですね。そこら辺もあわせ

て御説明をいただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

（橘 正三君） これはもう３カ年までとれるわ

けでございますんで、３カ年をとるという方がお

られましたら、当然後の支障が出ますんで、今嘱

託は一般事務で２年以内、それと免許のある方で

５年以内というような形でお願いしてるわけなん

ですけども、これは１つに年限を決めております

のは、広く就職というんですかね、これの門戸を

開きたいという意味もございまして、やってるも

んでございますんで、法的に制約のあるもんでは

ございません。ですので、事務に支障のないよう

に、３カ年の期限という形で嘱託さんをお願いい

たしたいと、かように考えております。

以上でございます。

済みません。３年の期間ということで。同じよ

うな形、今の方と同じようになるんですけども、

最長３年という形でお願いしたいと思います。

○議長（角谷英男君） 真砂君。

○５番（真砂 満君） それは免許、例えば教員免

許とかそういう免許を持ってる方も一般事務も同

じですよね。そういうふうによろしくお願いしま

す。

それと、考え方ですけども、その免許がある方

５年、２年の話なんですけども、もともと嘱託職

員の採用の仕方というのは、そういうことであっ

てはならないというふうに思ってます。嘱託職員

ですから、当然正規の職員が欠員になると。そう

いったことで期限が、急に採用できないというこ

とがまずあって、それで同等の知識なり知能なり

技術なり持った方が必要だということで嘱託職員

というものは採用すべきであるというふうに思っ

てます。ですから、いたずらに正職員を少なくし

て、嘱託職員の数を２年だとか５年だとか、そう

いった間違った期限の切り方をして採用すること

にはならないというふうに思いますので、意見だ



け述べときたいと思います。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第５号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

１時１５分まで休憩いたします。

午後０時０５分 休憩

午後１時１５分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次に、日程第９、議案第６号 職員の再任用に

関する条例の一部を改正する条例の制定について

を議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第６号、職員の再任用に関する条例の一部を改

正する条例の制定につきまして御説明を申し上げ

ます。

提案理由でございますが、地方公務員等共済組

合法の一部を改正する法律が平成１４年４月１日

から施行され、職員の再任用に関する条例中にお

いて引用する地方公務員等共済組合法の規定が改

正されることから、当該引用部分について所要の

改正を行うため、地方自治法第９６条第１項の規

定により議会の議決を求めるものでございます。

４９ページをお願いいたします。改正の内容で

ございますが、現在、本条例の附則で消防吏員等

への適用期日の特例を定めておりますが、この消

防吏員を定義するのに引用いたしております地方

公務員等共済組合法の関係条項が平成１４年４月

１日に変わりますため、所要の改正を行うもので

－１５５－

ございます。

具体的には、地方公務員等共済組合法の附則

「第２５条の２第１項第１号」を「第１８条の２

第１項第１号」に改めるものでございます。

以上、簡単ではございますが、説明とさせてい

ただきます。よろしく御審議の上、御承認賜りま

すようお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――小山君。

○３番（小山広明君） 余りにも簡単過ぎて全然わ

からないんですがね。先ほどの議案の説明に絡ん

での条例の改正だと思うんですが、もう少し内容

に入って御説明いただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

（橘 正三君） 今回の改正でございますけれど

も、地方公務員の共済組合法の中で特定警察職員

等という表記がございまして、その中で消防吏員

がそれに含まれます。それの記載が地方公務員共

済組合法の附則の第２５条の２に書かれていたわ

けなんです。それを引用してるわけなんですけれ

ども、今回改正によりまして、地方公務員共済組

合法の附則第１８条の２が新たにできました。そ

の中で特定警察職員等という説明がなされて、今

まで使っておりました２５条の２の部分が削除さ

れましたんで、新たにできた１８条の２項の分を

引用するということでございます。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） 今の改正をしようとする内

容のまず基本的な説明をした上で、このような提

案をいただきたいと思うんですね。それは調べれ

ばわかるというもんではありましょうけれども、

やはりこれはその制度そのものが基本的にはこう

いうもので、それがこういうふうに変えたよとい

うことでしょう。その中身をちゃんと説明してや

っていただきたいと思うんですね。でないと、ち

ょっとわからないので、その辺をぜひお願いをし

たい。

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

（橘 正三君） 今回の改正でございますけれど



も、職員の再任用に関する条例の附則を改正いた

します。その附則の中で消防職員につきましては、

現在消防司令であります消防長を除きまして、こ

の再任用の適用が平成１４年４月１日からになり

ます。その部分について、その職員というのを特

定するために地方公務員共済組合法から引用して

いる部分があるわけなんです。

それが条例の附則の中で特定警察職員等のうち

消防吏員としてという形の記載がございます。そ

れを特定するために、地方公務員共済組合法附則

第２５条の２第１項１号に規定する特定警察職員

等という記載になっております。その第２５条の

２の第１項の１号というのが先ほど説明申し上げ

ましたように、その消防職員の説明の部分が削除

されまして、地方公務員共済組合法１８条の２第

１項１号に新たに消防職員の分の説明書きが付記

されました。それを引用しているもんですんで、

地方公務員共済組合法が改正されましたことによ

りまして、１８条の２から引用するためにその表

記を変えたということでございます。内容的には

一切何も変わるもんではございません。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） いや、どうもあなた方はこ

の変わったとこだけをさっと説明をされておるん

ですが、こういう機会に市民なり議会なりに余り

わかりにくい部分について、この条例なり、今言

ったもとの法律が変わった分の説明をわかるよう

にする中で、法律なりそういう制度がよくわかっ

てくると思うんですね。

だから、ここは議会ですし、我々は普通の市民

から選ばれてきとるわけですから、そういう点で

はやっぱり市民にもそういう制度そのものを理解

していただくためにも、こういう機会に今変えよ

うとするものは変わらないといっても、その変わ

らないという中身は何かというようなことをもう

少し平穏な言葉で説明する中で、やっぱり行政な

んかの仕組みが我々はよく理解していくと。

わからないのは勉強してこんかいなというよう

な態度にしか僕は聞こえないんだけども、やはり

この機会を通してより行政の仕組みなんかを市民

にも、普通の人にもわかるように説明する中で議

－１５６－

論を深めていくと。わからないまま、何かよう変

わってないからまあ賛成したらいいんかなという

ことで賛成していくんでは、せっかくの行政の複

雑な仕組みが我々わかりにくいということがなか

なか破られていかないんでね。やっぱりこういう

機会を通して、これからの議案の説明の中でもこ

の変えようとするものの内容をきちっと説明した

上で、今回こうですよというような説明に変えて

いただきたいと思うんですね。

こんなこと何回やっとっても、私だけがわから

ないんではないと思うんですね。やはりこういう

ことを通して行政なりの制度をよりわかるような

努力をぜひしていただきたいと。それがやっぱり

説明責任だと思いますよ。説明する人だけがわか

っとって、聞く人が全くわからないというのは、

これは説明の意味をなしてないわけでね。

そういう点でこれからやっぱり、説明責任とい

うことはそういうことだと思うんですね。普通の

市民にわかるように説明をすると。こういうこと

をぜひ努力をしていただきたい。すぐにはならん

と思いますが、これからの議案説明の中では、せ

っかくの説明の中をそういうような場にしてもら

いたいと、そのように強く思います。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） せんだってもやっぱり任

用の問題が出てきたように思うんですが、今回は

若干の改正ですけれど、例えば任用で、今大阪市

やとかいわゆる５０万都市なんかは別にしまして、

我が泉南市６万５，０００の人口の行政の内容につ

いても人口から制約されて狭い。そういうところ

で果たしてこの任用制度、この受け皿になる部署

ですね。これはどの程度あるのか。

それと、やっぱり限定されるというふうに思う

んですよ。そういう点で、例えば６０定年で再任

用される場合に、その時点で通算、経験が豊かで

あったと。その部署で一定精通をしとったと。そ

の仕事の上でね、精通しておったと。こういうこ

とで、任用の受け皿に乗っかりやすい人、それか

ら乗っかりにくい立場の人もおられると思うんで

すね。ずっと自分が通算してきた部署によってね。

その辺の不公平さというのは出てこないのかどう

か、この辺ですね。



ちょっとちなみに任用の受け皿として今市が具

体に考えておられるのはどういう部署なのか、そ

の辺もお示しをいただいて御答弁いただきたいな

というふうに思うんです。

○議長（角谷英男君） 橘総務部次長。

○総務部次長兼人事課長兼行財政改革推進室参事

（橘 正三君） 職員の再任用制度につきまして

は、去年の第１回定例会でお願いしたところなん

ですけれども、今考えておりますのは、当然年金

の満額受給までの間の生活を支えるというのが根

本でございますんで、再任用につきましては希望

があれば当然受け入れ職場の許す限り再任用はし

ていかなければならないと考えております。

ただ、受け皿部署といいましても、当然保育所

あるいは保育士の方につきましては保育所の方で

受け入れていただく、あるいは事務職につきまし

ては事務職と。以前に勤務されていたところを中

心に受け入れるという形になろうかと考えており

ます。

保育所の先生がおやめになるとすれば、当然保

育所で欠員１という形になります。その中で再任

用でその方が来られた場合は一応そこが埋められ

るという形になりますんで、すべてがすべて来ら

れるわけではございませんので、すべて再任用で

埋められるというようなことにはなりませんし、

また当然、本年度からスタートいたしますけれど

も、当初は１年間、そして最終的には６５歳まで

という形で延びてまいりますんで、すべてがそう

いう形で受け入れられる、事が済むというわけで

はございませんけれども、もともと勤めておられ

た職場で当然また再任用で来ていただくという形

で考えたいと思っております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） だから、結局自分がやめ

る直前なり、通算しておった得意部署といいます

か、そういう関係で横滑りになるというケースが

あるように思うんですよ。そうしますと、その今

までやってきた職務との関係でやっぱり差が出る

んではないかなと。そういうことはないように、

どういうふうに計らっていかれるのかというふう

に思うんです。

－１５７－

今お話聞いてますと、たまたま今やめられる方

が通常の退職、早期退職を入れてかなり出てこら

れてるんですが、その辺すべての人が即そこへ横

滑りということにはならないと、こういうふうに

思うんですよ。やっぱり、今大変な不況下のもと

ですけれど、なかなかほっと一息つくと、６０定

年でね。それからまた再度と。非常に生活が厳し

いですから、そういうことで再度雇用の機会にあ

りついていくと、こういうことで仕事をされる方。

しかし、自分の得意部署でないんで差し控えよ

うかと考えられる人たちもおられると思うんです

ね、中には。多いと思うんですよ。得意じゃない

部署で仕事をして、ほんとに市民のそういうサー

ビス提供の要請にこたえられるのかどうかと、こ

ういうことにもなるだろうというふうに思います。

そういう点で、その辺うまくまくばられる――こ

ういう６万５，０００の市ですからね。

大阪市や先ほど言いましたように５０万市であ

れば、これ非常に各般にわたってそういう受け皿

が大きいと、キャパが大きいと、こういうふうに

思うんですが、そういう点、泉南市の場合には非

常に限定されるんではないかと。こういう場合に、

あまねく公平に事を処していくと、こういうこと

の方策はどういうふうに考えられておられるのか。

２回同じことを言うてるんで、ちょっと端的に

お願いをしたいと思います。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

○総務部長（中谷 弘君） 再任用は６０歳の定年

になった方ということでございますので、早期前

にやめられる方はすぐにその制度には乗れないと

いうことの制度になっておるということを御理解

いただきたいと思います。

それと、要するに受け皿職場の公平性の問題で

すけれども、当然翌年度の再任用、定年退職等の

人数が把握できますから、再任用の希望、それと

受け皿職場においてはその人が再任用した場合、

仕事が受け入れできるかどうかという、その辺の

調整はかなり以前、年度末じゃなしに４月、５月

の段階で行った中で翌年度の受け入れという形に

なりますから、その辺での調整というのは十分で

きるんではないかというふうに思います。

ですから、退職される方の希望する部署ですね。



基本的には同じ部署でというふうに考えておりま

すけれども、それ以外でもその受け皿があれば、

それとあわせてその受ける担当の職場の方で受け

入れられるかどうかという協議等を十分行った中

で、できるだけ希望に沿える形で受け皿を探した

中で再任用していくという考え方でございますが、

すべてがすべてそのとおりいくというふうにはな

らないと思いますけれども、その努力はしていき

たいというふうには考えております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） よく聞いてくださいよ。

今の答弁やったら、私何かとんちんかんな質問し

たように思いますので。いわゆる早期退職なり通

常の退職でやめられたその後は、基本的には受け

皿になるんでしょう。穴を埋めないけないわけで

すからね。任用の対象になる受け皿職場になるわ

けでしょう、こういうふうに私聞いたんです。そ

んなもん早期退職の人は対象にならないと。これ

は１３年の当初のあれでわかってますよ。とんち

んかんな質問してないんやから、よう聞いてくだ

さいよ。ちょっと訂正してくださいね。でないと、

とんちんかんな質問したというふうにとられるの

で心外ですから。

それで、今の話でもやっぱりその得意分野の仕

事があれば行くということになるわけで、そうい

う点ではやめる前の職場の部署のあり方等も起因

してくるわけで、今泉南市でよく見ますと、やっ

ぱり同じ職場に何１０年もおられる方もおられる

んですよね。若い方は何年かのサイクルで――何

年ですかね。５年ぐらいのサイクルですかね。何

か３年か５年ぐらいのサイクルで、あるいは部長

さんなんかもそれぞれがすべて各般の仕事に精通

できるようにということで、そういう回転をさし

ておられるように思いますけれど、そういうこと

なんかもやっぱり一定任用制度の中で通算職場の

あり方、部署配置と、こういうことも考えていか

ないとやっぱり不公平になっていくんではないか

と。

そういう点では、この任用制度ですね。やめた

人を泥縄であれするということではなくて、やっ

ぱりみんながあまねく任用制度を受けられるよう

－１５８－

に受け皿、そしてそれまでの、やめるまでの職場

の配置なんかについてもやっぱり考えていかなけ

ればならないんではないかと、こういうように思

うんですよ。だから、そういう点で御答弁をいた

だきたいなと思います。

○議長（角谷英男君） 中谷総務部長。

〔和気 豊君「訂正しなさいよ」と呼ぶ〕

○総務部長（中谷 弘君） 私、先ほど御答弁さし

ていただきました早期前の退職について、若干勘

違いがあったように思います。通常、先ほど申し

上げました条例の中での説明をさしていただいた

ということで、和気議員の質問と若干の食い違い

があったというふうに思いますので、訂正をさし

ていただきたいと思います。

退職された部署については、当然再任用なり新

採の補充の対象になるということでございますの

で、御理解をお願いしたいというふうに思います。

それと、今後半で言われました人事異動の関係

でございますけれども、当然一般事務職等につい

ては各般の仕事に精通できるようにその辺の業務

の固定化、士気の低下等にならないような形で、

適宜仕事を覚えてもらうという考え方のもとに人

事異動等行っておりますので、今後もそういう形

で十分配慮していきたいというふうに思います。

以上です。

〔和気 豊君「結構です」と呼ぶ〕

○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で本

件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―討論なしと認めます。

これより議案第号６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って議案第６号は、原案のとおり可とすることに

決しました。

次に、日程第１０、議案第７号 市立学校の学

校医等の公務災害補償に関する条例の制定につい

てを議題といたします。

議案書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）



〔議案書朗読〕

○議長（角谷英男君） 理事者から提案理由並びに

内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました議

案第７号、市立学校の学校医等の公務災害補償に

関する条例の制定について御説明申し上げます。

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法

律の施行により、市立の中学校、小学校及び幼稚

園の学校医等の公務災害補償に関し、都道府県条

例において定めていた事項について市町村条例に

より定めることとされたため、本市においても所

要の措置を講じる必要から、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求めるものでご

ざいます。

条例の内容でございますが、５３ページをお願

いいたします。

第１条の趣旨に記載のとおり、本条例は学校医

等が公務上の災害に遭った場合の実施機関、補償

の範囲、金額、支給方法等につきましてこれまで

府条例で定められていた事項を本市条例として定

めたものでございます。

以上、甚だ簡単でございますが説明とさせてい

ただきます。よろしく御承認賜りますようお願い

申し上げます。

○議長（角谷英男君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。――――島原君。

○１６番（島原正嗣君） 小山先生ばかりではどう

かと思うんで、たまには役者が変わってもよろし

いかと思います。

１つは、学校医の人数ですけれども、小・中学

校の校区があるんですが、そういう地域にまたが

ってるのか、どのような校医の配置をしてるのか、

具体的な御答弁をいただきたい。これが１点です。

それと、５３ページの公務災害の適用範囲です

けれども、例えば通勤途上とか、学校に行く場合、

あるいは学校から帰る場合、これらの公務災害の

法的な取り扱いはどうなのかですね。もっとそこ

らあたり具体的に御答弁をいただきたいと思いま

す。

以上です。

○議長（角谷英男君） 飯田学務課長。

－１５９－

○教育指導部学務課長（飯田 実君） 島原議員の

御質問にお答えいたします。

まず、学校医の配置の件でございますが、基本

的に各幼稚園、小学校、中学校に児童・生徒数が

８００人以上のところには学校医、歯科医を２名

配置しております。そして、それ以下のところは

校医、歯科医とも１名配置という配置の形をとっ

ております。

それから、これは医師会の都合もあるんですが、

１人の医師が２校をかけ持ちというんですか、そ

んな形の校医さんもいらっしゃいます。

それから、公務災害の適用の範囲ですが、学校

業務にかかわっているときの公務災害という形に

なります。それで、必然的に校医健診のときに通

勤というんですか、学校までの行き帰りの途上で

もし不幸にして災害等に遭われたときも適用範囲

となります。

以上です。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 今御答弁いただきました

幼稚園、それから小・中学校を含めての単位、児

童・生徒が大体８００人というこの単位基準です

が、それは１校だけではなしに、今御答弁いただ

きました幼稚園、小学校、中学校という校区の児

童・生徒が８００人と、こういう区切りになって

るのか。１つの中学校で８００人いうのは泉中か

信達中かどっちかやと思うんですけども、そこら

あたりもっと詳細にお知らせ願いたいと思うんで

す。

それと、もう１つ、民間の企業等については、

来るときには、会社に入るときには労働基準法等

で労務災害になるけれども、帰るときには該当し

ないとかいうようなこともあるんですが、これは

一定、例えば泉南中学校なら泉南中学校に来る校

医の自宅から泉南中学校のコースと。どんなコー

スになってるかちょっとわからんのやけども、例

えばお医者さんですから、どこかへ行って診察せ

ないかんと、個人の家庭に行っても。寄り道して

行く場合も公務災害なのかね、ここらあたりは一

体どないな法律解釈になるのか、教えていただき

たい。

それと、この方々のお手当いうんですか、お給



金いうんか、ちょっと上品な言葉で言いますと、

賃金補償みたいな感じのお礼とか何とかいうのが

あると思うんですが、これは具体的にどうなって

るのか、できればちょっと教えていただきたい。

以上です。

○議長（角谷英男君） 飯田学務課長。

○教育指導部学務課長（飯田 実君） 再度お答え

申し上げます。

校医の配置の件ですが、中学校区、小学校区と

いうようなことではなしに、１つの学校、現実に

もうちょっと具体的に申し上げますと、樽井小学

校等につきましては８００人以上の児童がいます。

ですから、校医を２名配置さしていただいており

ます。そして信達中学校、こういったように８０

０人以上のところは、学校の規模に応じて校医の

配置数を決めております。

それから、公務災害の適用範囲でございますが、

これは非常にここでは一概には決めつけるのは、

いろんなケースがあって一概には言えないんです

が、普通私の理解している範囲でいえば、通勤途

上の学校に行ってもらう行き帰りのその適用範囲

については、一般的な私の理解では、その医師の

病院から学校まで、その間そのコースから大きく

それた場合は、時として公務災害の適用外になる

と。

これは帰りにつきましても同じことで、学校か

ら自分の病院まで帰る、これが直接であると間違

いなく適用されるんですが、大きくコースを離脱

して、例えばほかの業務等をする。そして病院へ

戻る。その間に不幸にして災害に遭ったというと

きは、そのときの条件とか時間とか、その離脱距

離とか、ものすごく複雑な面があるんですが、必

ずしもそういう場合は公務災害の適用を受けると

は限らないというふうに理解しております。

それから、報酬の件ですが、ちょっと今私、手

元にその資料を持ち合わせていません。ただ、学

校の行っていただく健診の回数、それによって、

それから学校の計算式があるんですが、基本的に

はその１回の健診、あとそこに加算されますのは

その学校の児童・生徒数ですね。児童・生徒数が

多ければそれだけ時間がかかるということで、詳

しくはまた先生の方にお持ちしたいなと、このよ

－１６０－

うに考えております。

○議長（角谷英男君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 条例の中では、いろいろ

学校医の関係で歯科医とか薬剤師とか、そういう

のがいろいろ書かれとるんですが、これは単位と

してはどんなんですかね。学校、一般的に単なる

外科医とか内科医とかいろいろあるんですが、こ

れはそういうふうな一般的なお医者さんですね、

医師と。

それから、ここに書かれてる歯科医とか薬剤師

とかいう場合はどういう場合――年１回の歯科の

健診とか、こういうことにやられてるのか。薬剤

師いうのはどういう意味か。学校で薬を配るとい

うようなことはあるのかないのかですね。ここに

薬剤師と書いてると思うんですが。学校薬剤師と

書いてますね。これは医師の判断でカルテをもろ

てきて、病院からその医師のカルテに基づいて薬

剤師のとこに持っていくのか、あるいは学校に薬

剤師が来るのか。現在の薬価というのは、指定病

院の薬局に行って薬をいただくということになっ

とるんですが、この場合、学校医の薬剤師という

のはどういう内容なのか、ちょっと説明してくだ

さい。

以上です。

○議長（角谷英男君） 飯田学務課長。

○教育指導部学務課長（飯田 実君） 校医さんに

つきましては内科医、小児科医等にお願いしてお

ります。歯科医につきましては、もちろん歯科免

許を持っているお医者さんですが、年に就学前健

診、それから春の定期健診のときに子供たちの歯

の健診ということで、ほぼ２回でございます。

それから、あと医師の方に入るんですが、耳鼻

咽喉科、それから眼科、この方がいらっしゃいま

す。この方につきましては、小学校で１年から６

年までではないんですが、１年のときと４年のと

き、それから中学校であれば１年のとき、健診を

行います。これは年に１回でございます。

それから、薬剤師につきましては、例えば学校

の要望により見てほしいということであるんです

が、例えばその明かりの光のかげん、目の影響が

あるのでそんな検査とか、それで２回ぐらいの出

向になっていると思います。そして、例えば個人



が病気にかかったと。そして、その薬剤師さんの

方に行くと。そうしたケースの場合は、薬剤師の

うちでの出動の回数にはもちろんなっておりませ

ん。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――小山君。

○３番（小山広明君） これは今説明ございました

ように、大阪府条例であったものが市条例になる

という提案で、大変地方分権の中でどんどん地方

にそういう権限を移してくるということの中での

流れかなと思ってお聞きをしておりました。そう

すると、今回提案したのは初めてこういう条例を

この泉南市につくるという、そういう位置づけな

んですね。

そしたら、今の説明は余りにも簡単過ぎるんで

はないかなと思うんですけどね。当然市が条例を

つくり、ここに書いてあるようないろんな責務と

いうんか任務が行政に課せられてくるわけですか

ら、そこでやっぱり職員がどれぐらいこれにかか

わるのか。実際そういうことが起こった場合に、

どういう対応を具体的に市の責任としてやってい

くのか。そういうことが至って関心を持たれるわ

けなんですが、今助役がそこで説明したように、

今まで府条例であったものが市条例になりました

というだけでは、私はちょっと説明不足だと思う

んですね。

具体的に全部こう書いてあるわけでしょう。い

ろんなそういう災害があった場合には報告をさせ

るとか、その他関係人に対しとかいろいろ、もっ

と詳しく説明していただかないと、市の責任にな

るわけでしょう、全部これは。しかもこれ補償の

問題ですから、そういう点ではもう少しこの中身

に入って、当然条例をつくるということはそれだ

けの体制をつくらないといけないわけですから、

権限だけ移譲されて財源がないやないかという批

判がある中で、これに要する財源というのは一体

どうなるのか。大阪府が今までやっとった分の実

績も踏まえてちょっと説明をきちっとやっていた

だきたい。最後の方にも、裏の方の附則の中にも、

議会の議員の云々で、この中にもいわゆる学校医

等のものが書かれておるわけですが、この辺も含

めてひとつ御説明をきちっとしていただきたいと

思います。

－１６１－

○議長（角谷英男君） 飯田学務課長。

○教育指導部学務課長（飯田 実君） 小山議員さ

んの御質問にお答え申し上げます。

この条例、市の今回に至る条例の中身なんです

が、先ほど議員がおっしゃったように先般、今ま

で大阪府の府県単位で条例とされていたものが市

の方で条例を策定するようにという法改正のもと

にされたものであります。

ポイントが大きくいいまして２点あります。市

町村立の小学校、中学校の学校医、学校歯科医、

先ほど申しました薬剤師等の公務上の災害に対す

る補償に要する経費、これが従前でしたら国が２

分の１、府が２分の１で補償に当たっていたんで

すが、今回の条例制定により学校の設置者つまり

市の方で補償を行うという形になっております。

もう１点が、市町村立の学校医の公務上の災害

に対する補償の範囲、金額、支給方法、その他補

償に関し必要な事項について、先ほど申し上げま

したように都道府県条例で定めていたことを廃止

し、当該市町村の条例で定めることとしたという

ことです。

それから、この条例の中身でいいますと、定義

で実施機関は教育委員会ということで、公務災害

の認定は教育委員会の方で行うこととなっており

ます。

また、補償の金額云々等につきましては第４条

に載っておりますように、政令があるんですが、

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償の基準を定める政令というこういう

法律があるんですが、これにのっとって補償の適

用範囲等を決めていくと、そういうことになって

きます。

それからあと、これまではそういった認定額等

につきまして不服等があれば大阪府でありました

ら人事委員会等にその被害者が異議申し立てをす

るというのが、今回市の方に移管されますので、

公平委員会の方に異議申し立て等を行うという形

になっております。

それから、これまでの事例ということでお答え

申し上げます。泉南市では、幸いにもこのような

学校医等によります公務災害は１件も発生してお

りません。泉南地区につきましても、岸和田以南



の各市町につきまして調べさしていただきました

が、やはり同じように１件も発生しておりません。

それを大阪府下的に広げてみますと、ちょっとし

たけがということで、１，０００円、２，０００円と

かそういった金額のものは数件あるんですけども、

本格的なこういった補償問題になったというもの

であれば堺市で１件だけございました。これは、

学校医が会議中脳卒中で倒れて死亡されたという

事件でございまして、金額としまして、遺族補償

年金――遺族に対し補償年金という形で、年約２

３０万円支払ってるという例のみが１件ございま

す。

ちょっと答弁漏れしてるようなところがありま

したら許していただきたいんですが、よろしくお

願いいたします。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） 今聞いてもかなりの業務が、

災害がなければそれでいいんですが、ある場合に

は大変いろんな業務を市が担わないといけないわ

けですから、当然それはそれに備えておかないと

いけないと思いますし、そういう点でこの条例を

出すに当たって、当然権限が移譲されるわけです

から、財政的なものはどういうふうに移譲されと

るのか。その辺もちゃんと説明をいただかないと、

新しい条例制定だし、象徴的な条例の提案ですか

らね、もう少し本来的には議会も条例をつくるの

にはすごく大きな立場を持っとるわけですから、

そういう点ではこの条例の意味というものを今後

もいろんなものが出てくると思いますね。

今までは地方分権といっても犬の鑑札を市町村

がやるだけだというふうにやゆされとったわけで

すが、こういう形で市が責任を持つということで

条例提案ですからね。じゃ、もう少し市の特徴を

出してこのことをやっていくと。これは全国どこ

でも同じパターンではないと思う。それは自由に

やったらいいわけですからね。

そういう点では、幸いそういう対象事例はない

ということでありますけども、安心して働く上に

おいては一番重要な制度ですので、そういう点で

の整備。

この中にも、政令によるとなっている、その政

令とは一体どういうものかというのもちゃんと示
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していただかないと我々全然わかりませんし、ま

たこの審査なんかをその他関係に対して代行させ

るようなことも書いてありますから、一体その他

関係者というのはだれなのかということも具体的

に御説明をしていただかないといけないんじゃな

いでしょうか。

至って主体的に自治体がこの条例を運用してい

くわけですから、もう少しそういう点で、先ほど

からもいろんな意見を言っておりますけども、も

う少し丁寧な説明をしてもらわないと、ほんとに

わからないまま我々は判断せざるを得ないという

のは問題ですので、提案者の蜷川助役におかれて

も、やっぱり質問あるまでに今程度の説明はちゃ

んとしてもらうということでないといけないんじ

ゃないでしょうか。そういう点も含めて御答弁を

いただきたいと思います。

それから、先ほどあったこの議会議員云々の現

在泉南市の条例としてある中に、この学校医の問

題もここに書かれておりますけど、これは除くと

いう中での問題ですから、そう直接的な問題はな

いのかもわかりませんが、この公務災害の問題で

学校医以外については自治体条例でちゃんとなっ

てるということですから、この辺もその辺も含め

てやっぱり説明しておいていただきたいと思いま

す。

○議長（角谷英男君） 飯田学務課長。

○教育指導部学務課長（飯田 実君） 再度お答え

申し上げます。

まず最初に、適用区分の質問がございまして、

「第２条第３号を次のように改める。」というこ

とで、一番最後の件ですが、これは本市の方で公

務災害補償の中で議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害等に関する条例がございます。

この条例でそれに該当する職員とはということ

で、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤

の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員、

その他の公選委員、非常勤の調査員及び嘱託員、

その他非常勤の職員で定める者を言うということ

で、ここに掲げるもの以外ということで、その

（３）番目に、これはなぜ省かれてるかと申しま

すと、先ほど申しましたように、従前大阪府の方

で条例がありましたので、これが省かれておりま



す。

３番目に、（３）で公立学校医、学校歯科医及

び学校薬剤師の公務災害に関する法律の適用を受

ける者、これが本市の条例から省かれておりまし

た。ですから、それがそのまま省かれるものとい

うことで、今回このような条例をつくったので、

この条例をここに適用さしていただいているとい

うことになります。

それから、もう１つ私も説明の方でつけ加えて

おけばよかったんですが、この補償金等につきま

して、万が一こういった公務災害が起こった場合

は、市の方で全額負担ということになるんですが、

文部科学省の方ではこれを地方交付税の方で還元

したいという意向を検討中であると聞いておりま

す。それで、もし不幸にしてこのような事案が発

生したら、すぐに文部科学省に連絡するようにと

いう指示を受けております。

それから、各条例の細文につきましては、この

条例自身が本年の急な時期にできてきたというこ

ともあり、正直申しまして私どもの方も今現在勉

強中ということで、その中で先生が御指摘してい

ただいたようなことをもう少し具体的に備えるよ

うにしていきたいなと思っております。

また、このような事案が起こったときに動くの

ではなしに、現在からこういった事案が起こった

ときにどのように素早く対応していくかというこ

と等を含めまして研究してまいりたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（角谷英男君） 小山君。３回目超えました。

○３番（小山広明君） だから、１回で説明してい

ただいたらいいんですが、今も国が２分の１、府

が２分の１出しとったものが今度は市が全額だと。

しかも、それはまだ決定したわけじゃなしに交付

税で見ることを検討しとるようであると。これは

全くこの条例の基本となるような説明が最後に出

てきとるわけですけどね。やはりさっきも何回も

言うようですが、分権だけして財源がないと。典

型的な説明、それが本当だと思います。そこで言

っとるんですからね。

地方交付税というのは、先ごろいろんな議論が

ありますけども、計算はするけども大枠の中で係

数を掛けて切り捨てていくわけですから、全額補
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償されるという保証は全くないですよ。そうであ

れば、この議案説明の中で府がやっとったものが

市だというんであれば、そのときの一番関心は財

源でしょう。交付税で見るなんて、交付税という

最もわかりにくい計算の中身がね、あなた方も聞

いても、いや、ようわかりませんねやと、どうや

って決まるんかわかりませんねやと言われてる部

分ですよ。

この条例の提案には、一番行政としても関心持

ってもらわないかんことだと思いますよ、これは。

それをこうどんどん、どんどん質疑する中でやっ

と出てくるという説明のあり方というのは、３回

しかできないという中で、これをちゃんと議論深

めるのは不可能ですよ、こんなことやっとったら。

だから、もう少し議会に対する議案の提案の仕

方については、そういう内容についてはきちっと

やってもらいたいと思うんですね。でないと、こ

れ議論進みませんよ、これ。だから、こういうよ

うな全部市がそのことの業務を担って全部判断を

していくようなことを、これは実施機関やから教

育委員会が全部やっていくわけでしょう。これ大

変な膨大な量でしょう、これがもしあった場合に

は。そら、あるかないか、なければいいけども、

いつあってもいいようにしとかなあかんのがこの

制度ですから、そうなってくると、ないんだから

何も用意してないんだと、あったときにそれをや

ったらいいんだじゃ済まないわけですからね。

そういう点では、こういう府だったらやれるも

のが、小さな市町村にこういう重要な災害補償と

いうようなことの任務を担わされる場合には、や

はりその辺はちゃんと市長もそういう場ではきち

っと言っていただかないと、こういう質疑なかっ

たらこのまま通って、何か災害あったときに何も

なかったというようなことになりますよ、これ。

だから、やっぱり今の言うような政令なんかと

いうと、政令の今の内容も示してもらわないけま

せんし、実施機関はそういうような報告をさせた

り、出頭を命じたり、医師の診断とかいろんなか

なり強権的な任務を教育委員会がせなあかんわけ

でしょう、これね。今の体制の中でいっぱいでや

っとるのにできるはずないわけで、これはやっぱ

りもう少しこういうものを提案してくるんであれ



ば、そういう体制、費用の面も含めて議会に示し

てもらわないと、議会というのはちゃんとした判

断はできないということです。それは重要に考え

てくださいよ、これはね。説明になってないです

よ、実際。

そういうことで、市長なり教育長なり、こうい

う提案をするに当たって、私もう少し実のある説

明を初めからちゃんとしてもらいたいと思うんで

すね。どうですか。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 今、小山議員さんの御質

問で御指摘のありましたように、今後こういった

問題についての提案については、詳しく説明をさ

せていただくように努力したいと思います。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 国の小さい政府、いわゆ

る仕事を地方に押しつけて、そして財源は何も補

てんしないと。ほんとにすんなり小さい政府にな

って、重い荷物を外すと、こういう１つの事例だ

というふうに思うんですが、こういうことに対し

て、やはりこの案件、私も小山議員と同様に非常

に重要だというふうに思います。

そういうことで、これを受けるについて一方的

に押し切られたということではないと思うんです

ね。大阪府下の教育長会議等で事前によくよく説

明もあったと。単に実務者が聞いてきたと、こう

いうことだけではなくて、一定のやりとりが私は

そこに存しただろうというふうに思うんですよ。

そういう点では、このことについてはいつごろお

話をお聞きになったのか。

そして所管の委員会に、今議会では委員会重視

と、こういう方向も一定模索中ではありますけれ

ど、今回もそういうことが一定あらわれてきてい

ます。今議会にはね。付託議案という形で値上げ

案件については論議を尽くしていくと、こういう

ことになってるんですが、所管の委員会にどうい

うふうにお示しを事前にこの案件についてはなら

れたのか。その辺のことについてお聞かせをいた

だきたいと。

それから、大阪府とのいわゆる折衝ですね。こ

の経過についてもお示しをいただきたいと。大阪

府教委ですか、その辺との折衝についてもお示し
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をいただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 飯田学務課長。

○教育指導部学務課長（飯田 実君） この条例制

定に至った過程でございますが、実は通知文とい

う形でおりてきております。その日にちが平成１

３年４月２３日、文部科学省スポーツ青少年局長

名で、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬

剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正につ

いて通知ということで、このたび法律を一部改正

するということで、これに従ってこれまで都道府

県条例で定めていたものを市の条例において措置

するようにということで、これが出るまでに私ど

も教育委員会に対して事前の説明、また協議等の

機会はございませんでしたので、この通知文をも

って初めて私どもが知ったということでございま

す。

それを受けまして、今回この条例制定するに当

たって準備を進めてきたというのが実態でござい

まして、大阪府下の各市町村につきましては、共

通の認識としては、やはりこれは市町村の事務委

託、それから事務委託に伴う補償の委託ですね。

この２点を考えたときに非常に大変なものが来た

という実感は持っておりますが、法律により定め

られたものであるということで、それでもって今

回準備に至った次第でございます。

そして、所管の委員会等に報告しなかったとい

うことにつきましては、ほんとにおわび申し上げ

たいと思います。今後気をつけたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 声が上がりましたけれど

も、教育長ね、いわゆる通知だけで事が済むよう

な問題ではないですよね。大阪府下の教育長会議

ですね、府下市町村の。その辺との話し合いみた

いなものは、あるいはそういう場が設けられたと

きに、こういう問題について小さな政府によって、

政府の方針によって地元負担がふえると。それで

なくとも老朽校舎なんかの大規模改修がやりにく

い状況やと。

ひとつこれは見直し、考え直しをしてくれとい

うような話は機会があるごとにやるべきであった

ように思うんですが、そういうことはやられなか



ったんですか。事務レベルの話はよくわかりまし

た。教育長として、泉南市の教育予算を守ってい

くと、こういう点ではどのようにされたのか。

それと、これはいつ惹起するかわからない問題

ですよね。惹起してから予算を組むという問題で

はなくて、条例改正に伴って当然堺市で今２３０

万と、年金を毎年支出していると、こういう話も

ありました。当然予算に計上しなければならない

というふうに思うんですが、今１４年度予算では、

これは義務的経費ですからね、当然いわゆる９０

％の予算、骨格ではありますけれど、９０％の義

務的経費を中心に、管理経費等を中心に予算を組

んでいるわけですから、その中に計上してしかる

べき予算だと、内容だというふうに思うんですが、

これは財政の部局と相談されて計上されておりま

すか。

○議長（角谷英男君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） この件に関しまして、私

たち教育長連絡協議会並びに府の教育委員会から

いろんな指示事項等があったりいたしますけれど

も、その段階でこの案件について検討を加えると

いう機会はなかったように私は記憶しております。

ただ、地方分権ということで多くの法律等、こ

れはこの件だけではなくて、各種の部分で地方に

移譲されるというふうに聞いておりまして、その

項目の中に１項入っておったやもしれません。そ

の点、私の方も１つ１つの点検をきちっとやって

おらなかったというところの反省があります。

それと、この件についての予算でございますけ

れども、当初の予算、そういったものについては

財政の方とも交渉といいますか、お願いをしてお

りませんが、もし事象が起こった場合には補正予

算等で対応していただくような手続等、この辺は

考えていかなくてはいかんというふうに考えてお

りました。

今後、こういった問題、この辺で上程さしてい

ただく場合に、事務的な段階での方法といいます

か、こういったものをもう一度しっかり考え直し

て上げていかなくてはいかんなということで、今

この場で反省をいたしておるところでございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 法定委託事務の中に入っ
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ていたやもしれないと。しかし、その委託事務が

膨大なので、チェックは抜けていたかもわからな

い。そう言われますと教育長ね、一体どれぐらい

教育委員会の文部科学省関係の法定委任事務、委

託事務があったのかということも聞かなければな

らなくなってくるわけですね。ほんとに見落とす

ぐらいに膨大な事務委託だったのか。こういうこ

とも聞きたくなるんですが、もうそれは反省され

ておられますので、あえて聞くとまた私も引っ込

みがつかなくなりますから聞きませんが、ほんと

に今のよくよくの反省の立場に立って、今後１つ

は市財政にもかかわる１つの従来のあり方を根幹

から覆すようなこういう問題については、よくよ

く関係の所管にも詳しく説明をして手落ちのない

ようにお進めいただきたいと、こういうことを意

見として申し述べて、私の質問を終わりたいと思

います。

○議長（角谷英男君） ほかにありませんか。――

――以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。―――

―小山君。

○３番（小山広明君） 今提案ございました議案７

号の市立学校の学校医等の公務災害補償に関する

条例の制定ということについて、賛成の立場で討

論をさしていただきたいと思いますけれども、今

議論の中でも明らかになったように、本来国が２

分の１、大阪府が２分の１を出してこの条例内容

の制度を運用してまいったわけでありますが、今

の説明の中でも１００％市がその財源を持たなけ

ればならない。しかも、交付税で検討されるよう

に聞いておるというような説明であって、今のと

ころでは全くそういう財源の保証というのはない

中での提案であります。

説明も大変不十分でありますし、この制度その

ものが持っている地方に分権をしながらも財源を

手当てしないという典型的な１つの姿だろうと思

います。こういう点で、災害がなければそれでい

いわけでありますけれども、あった場合にきちっ

とした制度を保障するという点からは、至って不

十分な提案のあり方であると言わざるを得ません。

一日も早くこのような財源も含めて、地方自治体

の財政を圧迫しないように努力をしていただくと



いうことをお願いをしまして、賛成の討論にさし

ていただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 以上で本件に対する討論を

終結いたします。

これより議案第７号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり可と

すること賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

て議案第７号は、原案のとおり可とすることに決

しました。

次に、日程第１１、議案第８号 泉南市立青少

年センター及び児童館設置条例の一部を改正する

条例の制定について、及び日程第１２、議案第９

号 泉南市設店舗条例の一部を改正する条例の制

定についての以上２件を一括議題といたします。

ただいま一括上程いたしました議案２件につき

ましては、いずれも議案書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま一括して上程され

ました議案第８号、泉南市立青少年センター及び

児童館設置条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、並びに議案第９号、泉南市設店舗条例の一

部を改正する条例について御説明申し上げます。

議案書は５５ページからでございます。

提案の理由でございますが、地域改善対策特定

事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の

平成１３年度末の失効を受けて、同和行政が特別

対策から一般施策へと移行することに伴い所要の

改正を行いたく、本条例案を提案するものでござ

います。

主な内容といたしまして、５７ページでござい

ますが、第１条中、「同和地区」という行政用語

を削除するとともに、必要な字句の修正を行うも

のでございます。

６１ページをお願いいたします。泉南市設店舗

条例の一部を改正する条例につきましては、「同

和対策事業」という用語を「住環境整備」に改め

るものでございます。

これらの条例につきましては、それぞれ平成１

４年４月１日から施行いたしたいと考えておりま

す。
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以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御審議の上、御承認賜り

ますようお願い申し上げます。

○副議長（東 重弘君） これより一括して質疑を

行います。質疑はありませんか。――――大森君。

○４番（大森和夫君） ８号も９号もいずれも地域

改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に

関する法律が失効するからということが内容です

けども、これからしてただ字句を変えたらいいと

いうことだけではないと思うんですね。その内容

にふさわしいものにすると、この失効にふさわし

いものにするということが大事だと思うんですけ

ども、そういう点でどのようなことを考えておら

れるのか、聞かしていただきたいと思うんです。

具体的に言いますと、この趣旨を生かすという

ことでは、青少年センターの方に限ってお聞きし

ますけども、学童保育ということから考えれば、

今小学校で行われているチビッコホーム、留守家

庭ですね。あそことこの青少年センターを同じ立

場で、同じ環境でするというのが１つ大きな目的

になるかと思うんですけども、そういう段取りを、

プロセスを具体的に来年度からどのように行うの

か、その点をお示しください。

○副議長（東 重弘君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 条例改正後の法改

正を含め、並びに条例改正を含めて、今後どうし

ていくのかという御質問について御答弁申し上げ

ます。

まず、本市青少年センターでございますけども、

御承知のとおり位置づけといたしましては、平成

１２年から従前の特別対策から一般対策へと補助

措置の内容も変更を加えておりますし、平成１２

年に今後の青少年センターのあり方につきまして、

今日的な状況を踏まえた議論もさしていただいて

おります。

具体に申し上げましたら、いわゆる活動エリア

につきましても一定限定したエリア、具体に申し

上げましたら鳴滝第一、第二小学校を中心とした

エリアから泉南中学校区へ、さらに全市的な活動

エリアへと現在活動エリアを広げてきております。

まさに今日的なあり方を踏まえた施策展開を図る

ために、そういたしておるものでございます。



したがいまして、基本がそういうことでござい

まして、御指摘の学童保育につきましてでござい

ますが、従前の平成１２年度までといいますか、

従前これは本センターだけではなくて、府下の青

少年センター施設が子供会低学年部という位置づ

けのもとに事業展開をしてきた経緯がありまして、

平成１２年から学童保育的活動ということで現況

のような活動に変えてきております。ただ、留守

家庭児童会との関係で申し上げましたら、幾つか

相違点もございますので、そういった点につきま

しては今後一体性のあるものに整理していくよう

努力をしていきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願い申し上げます。

○副議長（東 重弘君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 吉野さんおっしゃったよう

に、今日的状況の中でいろんな具体的な話し合い

も行われてるということでしたけども、エリアの

問題は全市的なものにしていきたいということで

すけども、具体的に場所が全市的に網羅するとい

うのは、例えばそこにコミュニティバスが行った

上で全市の方が、小学校の方が行くという状況も

あるかもしれませんけども、やっぱり全市的に考

えますと、留守家庭とかチビッコホームを充実す

るというのは手っ取り早いというか、一番現実的

であると思うんですよ。その点でもう一度答弁を

お願いしたいのと、それから今日的状況といいま

すと、やっぱり市の財政難の状況、それからそれ

に伴って行われている受益者負担、むだをなくす

ということがやっぱりこれも今日的状況で話し合

われるべきことだと思うんですよ。

例えば、青少年センターで行われている事業を

見ますと、例えば樹氷を観察しませんかというや

つが２月９日と２月２３日行われてますけども、

参加費が５００円で行われてますよね。それで、

観光バスを貸し切るということでやってますけど

も、５０名の観光バスに実際の参加者は９日に行

われた分は３５名と、それから２月２３日に行わ

れたのが２４名と。言うたらすきすきですわね。

非常に余ってると。これは全く、もうちょっと観

光バスを小さなものにするだとか、それから２月

９日と２月２３日、連続的にする必要があるのか

とか、それから受益者負担という立場でいえば５

－１６７－

００円ということがどうなのか。ほとんどの行事

がここは無料で行われてますよね。そういう点で

はどんなふうに御論議になってるのか。その点も

お答えください。

○副議長（東 重弘君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 先ほど今日的状況

というふうに申し上げた中身の問題ですけども、

もちろんいわゆる今日的な財政事情ということだ

けではなくて、青少年センターそのもののあり方

に――今回条例改正するのもそこがあるわけです

けども、従前は改正前の条例でございますけども、

同和地区青少年の健全育成の部分と、あわせて本

市青少年の健全育成と、こういった位置づけのも

とに事業展開をしてきたわけですけども、一定の

法期限の中、あるいはいわゆる特別対策の事業成

果等々を踏まえる中で、これから先の青少年セン

ターが担う役割ということで、先ほど申し上げま

したように全市的な青館事業の見直しが行われま

して、例えば大きく事業展開として青少年の学習

活動をどう推進していくのかとか、あるいは子育

て支援をどうしていくのか、青少年の自主活動支

援、あるいは情報提供事業と、こういった形で新

たに青少年センターの事業展開そのもののあり方

の方向づけを今日さしていただいた上でというこ

とで、先ほど申し上げましたような、青少年セン

ターというのは学童保育的事業だけをやってるわ

けではございませんので、学童保育的事業も含め

てこれから先の本市青少年のさまざまな活動の拠

点施設としての事業展開を図っていきたいと。そ

のためにということで、そういった背景の中で、

中身とすれば、形とすれば、法期限ということで

ありますけども、内容的に申し上げました今日的

状況を踏まえてというのは、そういったことを含

めて申し上げておりますので、よろしく御理解い

ただきますようお願い申し上げます。

○副議長（東 重弘君） 大森君。３回目ですので

よろしく。

○４番（大森和夫君） 法の趣旨に……（発言する

者あり）

○副議長（東 重弘君） 御静粛に。静粛に願いま

す。大森君続けてください。

○４番（大森和夫君） やっぱり法の趣旨を生かす



ということが大事だと思うんです。字句の変更だ

けではないと思うんです、内容はね。予算も例え

ばチビッコホーム、留守家庭、それから青少年が

今言いました地域改善、こういう法律のもとでい

ろんな事業を行って展開していたわけですからね。

それがなくなるということですから、ある程度吉

野さんが言われたような見直しというか、今日的

な議論が行われると。その事業がもう変わってい

くのは、当然だと思います。

趣旨からいえば、条例の中にありますように、

やっぱり学童保育の育成というのが大きな条例の

柱に変わっていくと思いますのでね。２つの意味

があって、この法律のもとでいうと、中心はやっ

ぱり学童保育ということになっていくと思うので、

やっぱり事業の見直しというのは当然出てくると

思いますわ。

それから、予算的な規模でいいますと、チビッ

コは８校で２，０００万ですわね。片一方、青少年

センターは７，０００万以上の予算が組まれている

と。こういう配分もやっぱり見直し――配分とい

うか、青少年センターのことを考えればチビッコ

の方はもっと増大していくとか、そういうことも

考えられると思うんですけども、その点どうなの

か。

それから、ちょっと具体的に例を挙げました樹

氷を観察しませんかと、この事業に関してはどう

なのか。今言いましたようなむだはなかったのか。

それから、いろんなむだはなかったのかという点

でもう一度御答弁願いたいのと、事業全体の中で

ほとんどが無料ということですよね。こういう今

受益者負担という立場の中でこれをずっと維持し

ていくのか。こういうことは、私は財政難ではあ

っても弱者である子供たちの部分には受益者負担

という立場を持ち込まない方がいいと思いますの

で、こういう制度はチビッコホームなどでも広げ

ていくか。その点、お答えください。

〔巴里英一君「議長、議事進行で」と呼ぶ〕

○副議長（東 重弘君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 会議規則５５条において、

あなた読まれてると思いますが、読み上げます。

発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわた

り、またその範囲を超えてはならないと。議長は、

－１６８－

その発言が前項の規定に反すると認めるときは注

意し、なお従わない場合は発言を禁止することが

できるとありますが、これに基づいて運営される

のか、それともそうでないということの発言は許

されるのかということであります。

この内容については字句の修正でありますから、

そういった内容までわたっていってない。そうい

う議案ではないということだけは明記しておきま

す。

○副議長（東 重弘君） 大森君に申し上げます。

先ほどの質問の中で、私はこう思うがという部分

は、条例改正では有料にすべきではないという部

分については、条例改正、本議案から外れており

ますので、質疑……（和気 豊君「議事進行」と

呼ぶ）和気君。

○１９番（和気 豊君） 提案の趣旨にもあります

ように、提案は字句の修正ですが、明らかにこの

基本になっているのは法律が改正される、それに

伴う条例改正です。その法の変わった中身につい

ては当然言及して問題はないと、こういうふうに

思います。

○副議長（東 重弘君） 和気君に申し上げます。

会議規則５５条について、質疑において意見は言

えないということを指して申し上げてるのであり

ます。その辺御理解ください。（和気 豊君「は

い、それは結構です」と呼ぶ）吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） いわゆる青少年セ

ンター事業展開の中で、学童保育的事業をもっと

重要視、重要な内容として位置づけていけと、む

しろそのことが中心なんだという御指摘でござい

ます。

その点につきましては、設置条例の方にうたっ

ておりますように、青少年の自主的、民主的な活

動の促進、あるいはそのことを通した社会文化的

生活の向上、それを図るとともに学童保育を推進

し、あわせて本市青少年の健全育成を図っていく

んだというのが、これが設置条例の趣旨でありま

すし、この部分につきましては、従前からこうい

った内容を押さえてやってきておって、今回法期

限ということで同和地区という文言の削除を求め

ているものでありまして、先ほど申し上げました

ような青少年の拠点施設として今日要請されてる



諸活動もさまざまな講習、講座事業として展開し

ながら、あわせて学童保育的事業も展開していく

という、そのことも含めた上での予算措置でござ

いますので、よろしく御理解賜りますようお願い

申し上げます。

○副議長（東 重弘君） ほかに。――――真砂君。

○５番（真砂 満君） 一括でされておりますので、

分けてというか、まず最初に青少年センター、２

番目に店舗の方というふうにやらしていただきた

いと思います。

中身的には一緒だということで一括でされたん

だというふうに思いますが、要は同和対策事業が

この年度末をもって切れるということにおいて字

句の修正なり字句の変更ということになってきて

るというふうには理解をいたしておりますが、要

はさっきの質問者がおっしゃっているように、同

和対策事業から一般施策に移行する、その中身の

議論なんですよね。

それで、青少年センターの方から議論さしてい

ただきますと、条例に書かれている設置の趣旨、

これを全市的に広げていこうということでありま

すから、他の小学校区で行われているいわゆるチ

ビッコホームですね。そのことから比べると、今

まで青少年センターの中で実施をされてきた内容

等が他の学校区まで広げられるということは、非

常にその設置の趣旨からしても意義があるものだ

というふうにはまず理解をするわけであります。

ただ、言われてますように、今まで青少年セン

ターは職員配置も含めて体制が充実をしてる。他

の校区におかれてはすべてアルバイトということ

で、その中身が違うんですね。同じ保育をしてい

るといえども、青少年センターで今までやってき

た中身と他校の中身が違うということであります

から、他校の保護者からすれば不満があったのか

なというふうに思いますけれども、今答弁の中で

出ておりましたように、青少年センターで職員配

置もされておりますから、そこが中核となって全

市的にきちっとできるということであれば非常に

喜ばしいことではないのかなと。

今、コミュニティバスの件のことも言われまし

たけども、それは市として持っている公共の機関

なりを利用すれば十分に活用はできるというふう

－１６９－

に思います。ただ、地理的な面がありますから、

ちょうど真ん中ということではないですから、不

便な地域もあるかもわかりませんけれども、それ

は他の機関との連携、コミュニティバスは今いろ

んなこと言われておりますから、それを利用する

側のことを考えてコースがえを含めてやれば十分

機能するんではないのかなというふうに思うわけ

であります。

ですから、答弁の中で確認をしておきたいのは、

平成１２年度から泉南中学校エリアまで拡大をし、

引き続いて全市的に拡大をするという意向でいい

のかどうかですね。それとあわせて、それをする

ならば、当然体制の問題が従前の体制のままであ

れば、そのことが可能なのかどうか。その辺を含

めてお願いをしたい。答えていただきたいのと、

あわせて従前鳴滝第一、第二小学校エリアで行わ

れてきたいわゆるサービスですね。そのサービス

が４月以降も受けられるのかどうかですね。そこ

らもあわせてお聞かせをいただきたいというふう

に思います。それがまず１点の青少年センターに

関してです。

それと、泉南市設店舗条例ですね、いわゆる店

舗条例。これもさっきと同じことだというふうに

思うんですが、従前は当然同和という言葉が入っ

ておりましたから、その地域エリアの方の店舗と

いう位置づけだったというふうに思うんですが、

それが外れることによって、そこに入店される方

が広がるんかどうかですね。そこらをまずお聞き

をしときたいというふうに思います。

それと、使用許可の基準なり、いろんな許可の

関係で基準とかいろいろあるというふうに思うん

ですが、それが現実として正しく使われておられ

るのかどうかですね。この際ですからあわせてお

聞かせをいただいて、新たなやり方を考えておら

れるんでしたら、きちっとしていかないかんとい

う部分もあろうかというふうに思うんです。そこ

らあたりはどうなのか。

それと、多分まだこの答えは大浦さんのとこで

答えていただけるんかなと思うんですけども、も

し仮にこれが――違うんですか。総務かどこかに

なるんですか。住宅の方ですか。それなら結構で

す。その部分は削除してください。



以上、その２点お願いします。

○副議長（東 重弘君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 真砂議員の御質問

に答弁さしていただきます。

先ほど答弁で少し不明確にしたまま答弁した部

分があるかと思うんで、改めて整理も含めまして

御答弁申し上げたいと思います。

いわゆる同和地区を対象とした事業展開から泉

南中学校へ、やがては来年度をめどとしての全市

的展開というのは、いわゆる従前センター事業と

して展開してきた、もう少し具体的に申し上げま

したら青少年センター事業というんですけど、学

童保育的事業に関しましては、いわゆる留守家庭

児童会同様に一定の一、二小校区と１つの措置範

囲を決めて学童保育的事業をしておりますので、

その分につきましては、そのままの継続でいきた

いというふうに考えております。

本市青少年全体のさまざまな体験活動、あるい

は学習ニーズにこたえる活動、あるいは広い意味

での子育て支援活動、情報提供、こういった部分

につきましては、先ほど申し上げましたように全

市的な事業展開を展望しておりますし、そのため

のさまざまなソフト、ハード面の今後の条件整備

も検討課題としてはあるんではないかというふう

に考えております。

講座事業もかなり広い網をかけたものと、講座

的に１講座定員幾らという形で展開する事業もご

ざいますので、それぞれの形態によっても異なり

ますけども、基本的には先ほど申し上げましたよ

うな青少年の健全育成全体に係る事業展開につい

ては、全市的な事業展開へというふうに考えてお

りますし、子供たち一人一人がひとしくサービス

が受けられるよう努力をいたしたいというふうに

考えております。

○副議長（東 重弘君） 向井都市整備部参事。

○都市整備部参事兼施設管理課長（向井清泰君）

市営前畑の店舗の枠を広げるのかということでご

ざいますけれども、今後広げていきたいと考えて

おります。そして、使用許可の基準については条

例第２条のとおりで進んでおります。

以上でございます。

○副議長（東 重弘君） 真砂君。

－１７０－

○５番（真砂 満君） 青少年センターの件なんで

すが、部長のおっしゃってる内容でいいと思うん

ですけども、現実の話を私はしてるんであって、

例えばその学童から外れたいわゆる青少年活動の

部分ですね。その部分は確かに泉南中学校まで平

成１２年度から広げてきた事実というのは確認で

きておりますけれども、やはり一小、二小に対す

る部分と、極端に言うと樽井小学校に対する部分

と差があるでしょう。その差を持ったままでその

ことをおっしゃってもおかしいですよ、やっぱり。

するんでしたら、同じようなやり方をせなだめで

すよ。

でないと、片方は職員使って学校まで例えばパ

ンフレットを持っていったり送り迎えをして、片

方は勝手に来なさいよというようなやり方をして

るようではやっぱりいけないんですよ。やっぱり

平等でするんでしたら平等という形をしていかな

いかん。ただ、過去の歴史とかいろいろあります

から、その辺はきちっとどの程度までお話し合い

ができてるんかわかりませんけれども、きちっと

整理をした中でしていかなければいけないという

ふうに思うんです。

ですから、私は最初に言いましたように、サー

ビス低下の部分についてはどうなんかということ

をお聞かせを願いたかったのですが、そのことは

ちょっと余り触れられてなかったというふうに思

います。

ただ、そのサービスが過剰であるのかどうかと

いう判断はきちっとしていかなければいけないし、

今時代も変わってきておりますし、子供の成長度

も我々の子供の時代と若干変わってきてるようで

ありますから、その辺は例えば交通規則なんかも

そのことを通じて守らしていくとかいう方法論も

あると思います。

それとあわせて、４月から週休２日制になって

きますから、その青少年センターでの活動の意義

がやはり問われてくるというふうに思いますし、

充実なり拡大なんかもやっぱりしていかなければ

いけないというふうに思いますから、それは単に

同和地区だけの問題ではなくて、まさに全市的な

問題であるという観点からすれば、きちっと充実

強化を図っていかなければいけない問題であると



いうふうに思いますから、その辺についてのお考

え方があればお聞かせをいただきたいというふう

に思います。

それと、住宅の問題ですが、当然外れるという

ことですから広げていただきたいというふうに思

います。ただ、法が切れる、だからもう差別がな

くなったんだというような認識で運用されるとす

れば、これは非常に大きな間違いだろうというふ

うに思います。鳴滝地区というのは、よそから見

ればやはりまだ被差別部落なんですよ。そういう

ような目でまだ見られておるという現実があるわ

けですから、きちっとその辺は押さえていただき

たいなというふうに思います。

それと、もう１点確認をさしていただきました

ように、今の運用の中で正しく運用されてるんで

すね。それは間違いないですね。

○副議長（東 重弘君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 全市的な事業展開

に係る事業手法の問題ですけども、議員御指摘の

ように一般対策であるという趣旨を踏まえた事業

展開あるいはサービスの提供に努めたいというふ

うに考えておりますし、名実ともに本市の青少年

の拠点施設ということでの事業展開ができるよう、

学校５日制等の対応も含めまして努力をしてまい

りたいというふうに考えます。

○副議長（東 重弘君） 向井都市整備部参事。

○都市整備部参事兼施設管理課長（向井清泰君）

店舗の運用の件でございますけれども、実際少し

滞納がありますけれども、適正に運用されている

ものと考えております。

○副議長（東 重弘君） ３回目です。よろしく。

真砂君。

○５番（真砂 満君） 滞納の問題は私言ったつも

りじゃなくて、その使用している状態も含めてき

ちっと定められたような形式でなっているのかど

うかの確認をとったわけなんです。滞納以外にな

ければそれでいいでしょうけども、新たに問題の

発生のないようによろしくお願いをしたいという

ふうに思います。

○副議長（東 重弘君） ほかに。――――成田君。

○１８番（成田政彦君） 青少年センターのこの条

例を改正する問題についてお伺いします。

－１７１－

同和地区の削りと、この問題で特別事業法が３

月３１日でこれはもうなくなるんですが、私はい

わゆる同和対策事業が一般事業に移行するという

ならば、例えば平成１３年度まで青少年センター

の事業の中で行われていた、いわゆる同和対策事

業として行われていたのは一体どんな事業かと、

これをひとつ教えていただきたいんです。それで

あれば、同和対策事業であったものはもうこれは

廃止か、そうなりますわね。

資料によりますと、センターの事業構成では青

少年学習活動推進事業、子育て支援事業、自主活

動支援事業、情報提供事業、放課後児童会、その

ほかＩＴ講習会、泉南子ども夢活動実行委員会、

こういういろんなものがここに書かれとるんです

けど、これは同和対策事業の廃止に伴い廃止にな

るのか。まずそれですね。今まで一般地域との格

差の上で同和事業として行われとったこういう事

業は廃止になるのか。

それからもう１つは、それに張りついた人員が

予算として約７，７００万、９人の職員と１人の嘱

託、そして年間３１８万円のアルバイト。このア

ルバイトの人数もかなりですね。３１８万近くの

アルバイトというのは、総合福祉センターで大体

１，４００万ですわ。公民館でアルバイトはなし。

公民館は６，６００万でアルバイトはありません。

そういう点でいくと、この青少年センターのアル

バイトの人員数も抜きん出とると、これ、３１８

万。ということでこの人件費の問題ね。一般対策

に移るんですから、今やっとる同和対策事業とし

てのこういう活動をやめれば、もちろん行革の一

環としてなると私は思うんです。

そして、もう１つは、学童保育事業、今後もう

同和対策はなくなりますので、一般の学童保育並

みの事業で今後ここの青少年センターの事業を行

われるのか。そういう点になるのかね。今まで削

られる、どういう事業をやめられるのかね。一般

に移行するからね。全く何も変わらんかったら、

同和対策事業ですか……。

さっき、現在一般とやっとると言いましたけど、

我々が数をちょっと見た限りでも、大体一般地域

と同和地域の子供たちの参加人数を見ますと、鳴

一と鳴二で年間大体８００人前後、雄信と樽井小



学校で大体２００人前後ですから、４対１、鳴一、

鳴二が４倍近く青少年事業の活動の中に参加しと

ると。生徒数から見たら、樽井と雄信の生徒数と

鳴一、鳴二の生徒数を総合計したら、これは全く

話になりません。

そういう点で、真に青少年センターが一般に移

行して、例えば中央児童館的な施設として全市内

に開放されると、僕は大賛成です、これは。もち

ろん、これは大賛成です。その具体的な予算の中

身等どうなされるのか。今、同和対策事業でやら

れとる事業については廃止やというふうになるの

か。その点ちょっとお伺いします。

○副議長（東 重弘君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 初めに全般的な部

分から御答弁申し上げます。

先ほど申し上げましたように、これは本市青少

年センターだけではなくて、府下のいわゆる青少

年センター的施設の事業のあり方ということで、

従前ありました同和地区青少年センター運営補助

金あるいは同和地区子供会活動費補助金、社会同

和教育指導員設置補助金等々が再編統合されて、

平成１２年度より一般施策の補助事業ということ

で予算書等にも書かれておりますように、地域青

少年社会教育総合事業と、こういう位置づけで平

成１２年度から事業展開をしておりますし、その

平成１２年度を迎えるに当たりまして、先ほど申

し上げましたように今後のあり方をどうするのか

ということで一定関係者の協議もし、一定の取り

まとめをして、先ほど申し上げましたような青少

年学習活動だとか子育て支援事業だとか、自主活

動支援事業、情報提供事業、あるいは学童保育的

事業ですね。こういった事業を展開していくとい

う方向づけを行い、具体にそのような活動をして

きておるわけでございます。

そういった中で、じゃこの中で同和対策事業と

して何を削っていくのかということで、同和対策

事業、いわゆる同和対策という意味の特別対策と

いう意味でいいましたら、平成１２年度からもう

そういった事業手法は取り入れてやってきておる

わけで、従前はその対象領域をいわゆる非常に解

決の急を要する課題だということで同和地区の子

供たちに一定エリアを限定しながら事業展開して

－１７２－

き、その内容というものも、学習活動もあれば、

そういう体験的な活動もあれば、今日の生涯学習

の中で求められているような事業というのも、当

然同和地区の子供はそれを求めておるわけですか

ら、そういう活動はやってきておったわけですか

ら、そういった中で先ほど言いましたように、結

論的に申し上げるならば、来年度からいわゆる活

動エリアを全市的にということで、例えばあらゆ

る講習、講座事業につきましていろんな手法、広

報等使いながら全市の青少年の参画を呼びかけて

いくと。

ただ、今日的な経緯の状況がありますから、あ

るいは今日的経緯と申し上げましたら、やはり位

置的な問題とかなじみの問題もありますから、樽

井や雄信の子供たちも年次を追うごとに、あるい

は活動内容に応じて順次たくさん参加できるよう

になっておりますし、１３年度に一定試験的にと

いうことで、全市的な事業展開をしましたところ、

むしろゆめ基金を活用した事業展開を一部参考―

―これはあくまでも参考ですが、かなり広範囲な、

むしろ鳴一や鳴二の子供よりも他の小学校からも

たくさんの参加があるというような事業展開もあ

ります。ですから、名実ともにそういった中身に

なるよう展開をしていきたいというふうに考えて

おります。

以上でございます。

○副議長（東 重弘君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） その回答にはなってない

んですけどね。具体的にその予算額でどうかとい

うと、ここ五、六年見ると、いわゆる一般に施策

を移行するんやという方向で１２年から取り組ん

どるというんですが、実際は予算現額を見ると７，

７００万前後で、全く予算の変化はないし、それ

から職員の対応、これ見とるとそれも全くあらわ

れてないと。

さっき言うたでしょう。平成１３年の活動記録

を見ますと、延べ人員で鳴一、鳴二で８００人、

雄信、樽井で２００人と。若干窓口を広げたよう

ですけど、しかしその中をよく見ますと、鳴一、

鳴二の子供たちだけのこういう行事もかなりたく

さん組まれています。だから、同和対策事業とし

て行われとるものと一般対策に移行するものを極



めて厳密に区別し、これは必要ないと、そのもの

ははっきりもうなくすべきやと、私はそれは必要

だと思うんです。

そして、９人の職員が配置されとるんですけど、

９人の職員が必要なのかどうか。アルバイトで、

恐らくこんな膨大な事業をやって、こんだけ膨大

な事業をやりますからね。ここに出されたやつ、

延べの参加人員、年間にしますと１，０００名近く

の人が延べこれに参加してます。そうすると、ア

ルバイト賃金３１８万とか、それから７，０００万

というお金は私は多分必要やと思うんです。

そういう点ではそういう点にメスを入れて、必

要なもんは必要であろうと思うんですけど、特に

同和対策事業として今まで手厚くしたとこは、や

はりそれはなくすべきやというふうに思うんです。

７，７００万、アルバイト賃金３１８万、非常に

厳しい行革事業の中で、市長は人権、定員管理と

称していろいろ意見はあるけどやっとるんですけ

どね、やはり１地域にこれだけ、７，７００万とい

うお金を使うということについては、子供たちに

お金を使うことには反対はしませんけど、ただ公

民館対策に６，０００万足らずだとか、学童保育が

２，０００万足らずと見たら、やはりそれは平等に、

一般に移行するならそういう点はきちっと考えて、

名前だけ変わったけど、やっとることは全然変わ

ってない。お金も全く同じお金を使っとるのでは

ね。今度、個人給付もみんな切られるでしょう。

なくなるでしょう。そういう点から見たら、やは

りこれは厳密に一般に移行するならば、精査すべ

きやと私は思うんです。その点どうですか。

○副議長（東 重弘君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 簡潔明瞭に答えさ

していただきます。

現在、青少年センターで先ほど申し上げました

ようなさまざまな領域、分野で事業展開をしてる

事業の中で、特定地域を限定した事業展開はして

おりません。ただ、現況の経験則とか、あるいは

体制の問題があるから、当面泉南中学校と、来年

度から全市的へと。ですから、特定の枠をこしら

えた事業展開は一切しておりませんし、全市にオ

ープンということで事業展開をいたしております

ので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上

－１７３－

げます。

○副議長（東 重弘君） ほかに。――――質問者

の手がたくさん挙がりました。質疑の途中ですが、

３時３０分まで休憩します。

午後３時０２分 休憩

午後３時３１分 再開

○議長（角谷英男君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

先ほどの２件の議案に対する質疑を続行いたし

ます。質疑ありますか。――――松本君。

○１１番（松本雪美君） 先ほどからの論議を聞か

していただいて感じるところですけれども、この

青少年センターは字句の修正ということだけでは

済まされない大きな根幹、この泉南市内の子供た

ちを守る行政として、大きく基礎的に考え方を変

えていかんとあかん、転換していかないかん、子

供を守る施策として位置づけていく施策やと、私

はそう思ってるんですね。そういう点から見て、

市内の全行政区の子供たちをどう守っていくか、

そういう点で施策を充実さしていかなければなら

ないと思うんです。

この今の青少年センターの位置というのは、当

然鳴滝の地域にあって、しかも同和地域の子供た

ちにということでいろいろ青少年へのサービスが

行われてきたということですが、この樽井と書い

てる参加者の人数ですね、資料にいただきました。

これはあれですか、前畑団地も樽井の住所なんで

すけど、この子供たちは樽井小学校の子供たちで

すか。それとも鳴一の子供たちの人数ですか。

その辺も聞かしてほしいのと、それから全地域

へのサービスをしていくという点では、児童館と

いう役割、それから青少年センターという役割で

どういうようなことを考えられていらっしゃいま

すか。

○議長（角谷英男君） 藤原青少年センター所長。

○教育指導部青少年センター所長（藤原信幸君）

お答えします。

樽井小学校の参加人数でございます。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） いわゆる児童館的

な、条例にも明記しておりますように児童館併設

と、こういう位置づけになっておると思うんです



が、これは建設当初のいわゆる建設の補助金の一

部が児童館という位置づけになっておりまして、

ですから青少年センター全体の中の一部の施設が

児童館としての位置づけの中で建設当時の補助金

を使ってるということの中で児童館併設というこ

とに現況なっておるかと思います。

先ほど来申し上げておりますように、児童館と

しての役割、あわせて青少年センターとしての事

業展開をしているのが現況でございまして、具体

に申し上げましたら、狭い意味ですけども、児童

館としての位置づけということで一般的に言うと

ころの留守家庭児童会、学童保育の事業もやって

おりますし、今日、市内の小・中学生を中心とし

た小・中学生が願うであろう事業展開というのも、

現況かなり大きな部分として事業展開をしており

ます。

今後につきましては、先ほど来御答弁申し上げ

ておりますように、市内全域の子供たちを対象に

した事業展開を現に図りつつありますし、今後と

もその点に重点を置いた事業展開をしてまいりた

いというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 私は具体的にどのような、

全市内的に子供たちの子育て、子供たちのそうい

う充実した校外活動も含めて、いろんな活動を含

めてやっていかれるのかということを聞かしてい

ただいたんですが、現にやっているとかいうこと

で、ただ一般開放したということで、鳴一、鳴二

の学校の校区を外して泉中校区に変えたというだ

けで、何を具体的にこれから考えていくのかとい

うことを私は聞かしていただいたんですよ。

それで、例えばこの事業内容のことですけれど

も、体験活動推進事業という中には、１年生から

３年生までの子供たちを４月には末広公園で遊ぼ

うとか、身近な春をみつけようとか、蜻蛉池公園

に行こうとか、映画会をするとか、月に大体４回

から、少ないときは３回のときもあったりとかし

ますけど、夏休みなんかでは５回、６回、７回と

かいうことで、たくさんの行事を組んでおられる

わけですよ。

だから、この地域に住む子供たちはこんな形で

－１７４－

いろんな行事に参加をしていけるわけですけれど、

全市内で子供たちにこういう機会をつくってあげ

ようという、そういうことを考えていくときに、

今の体制の中ででも、例えば事業の中身を精査し

て、私はこの事業は例えば信達小学校の校区の子

供たちも、東小学校の校区の子供たちも一緒に参

加できるように出張サービスをしたり、一緒に募

集をして、それから海に連れていこうとか、計画

すれば幾らでもできると思うんですよ。だから、

具体的に一体何を考えておられるのかなというこ

とですわ。キャンプに連れて行ったり、それから

いろんな事業をするときに参加を募る場合、幾ら

でも方法はあると思うんですね。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） まず、活動の中身

でございますけども、議員の御指摘もございます

ように、市内全域のできる限り子供たちの活動ニ

ーズというんですか、学習ニーズをまずは計画の

段階から十分吟味することが大事だろうというふ

うに思います。

それから、こういった活動、ああいった活動が

この期間、この場所でやられますよという周知徹

底方、泉中校区に広げた段階ですけども、可能な

限り広報による事前周知方、あるいは各学校を通

した周知方もやっております。

それから、中にはやっぱり確かにこれまでの経

緯とか、位置的な関係等から十分青少年センター

が全市的になじみ切れてないという部分もあるか

と思います。そういった意味でいえば、例えば出

前講座的な、ある小学校をエリアにした特設の事

業展開ということも１つの活動の手法としては十

分あり得ると思いますので、それは来年度の事業

計画の中に十分生かしていきたいと思っておりま

すし、要は市内全域の子供たちの活動に十全にこ

たえられるような内容、手法を十分に取り入れて

いきたいと、このように考えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 松本君。３回目です。

○１１番（松本雪美君） 同和事業としてやられて

たときの状況をそのまま継続して、そしてこの泉

南市内の子供たちの中に学校教育もそうですし、

地域での社会活動もそうですし、格差があっては



ならんと思うんですよ。どの子も同じように育て

るための努力は、これは教育に携わる泉南市の教

育委員会の責任ですわ。だから、事あれば泉南市

内の全地域で児童館建設のテーマにして計画をつ

くっていくというのも１つの方向づけでしょう。

そして、その施設のない時期には出前で子供た

ちを集める計画も必要でしょう。それから、先ほ

ど大森議員が言ってたように、コミュニティバス

なんかでもバスの停留所はあっても、それは岡田

の方へ回っていくバスの停留所でしかないわけで

すよ。全市内回る停留所にはなってないというこ

とでしょう。だから、１つの施設しかないという

ことがもうまず問題ですから、この青少年センタ

ー及び児童館設置条例のこの改正をするという今

のこの時期に、１つ大きなテーマを持って子供た

ちの健全育成のために、泉南市内の子供たちに格

差が出ない社会活動の場を与えてあげてほしい。

そういう計画をつくっていただきたいと思うんで

すが、いかがでしょうか。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 今般お願いしてお

りますのは、先ほど申し上げましたように地対財

特法の法失効を踏まえて、そういう状況を踏まえ

て所要の改正をするということで上程をいたして

おりますものでありますので、その点御理解を賜

りたいと思いますし、今後の青少年の育成という

んですか、そういったことにつきましては、また

１つの研究課題として考えてみたらどうかという

ふうに考えております。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――小山君。

○３番（小山広明君） 今回は地対法の失効を目前

にしての条例の文言の改正ということであります

が、これを読んでそこの文言だけ変えるというこ

とでの提案でございますが、例えば一番初めのこ

の青少年センターの分でいいますと、この同和地

域の青少年の自主的、民主的な諸活動を促進しと

いうところで、この同和地域というものを削除す

るということで、後の青少年の自主的、民主的な

諸活動を促進しというようなことは残されておる

んですね。

ほかの条例も若干見ましたけども、こういう文

言はなくて、いきなり青少年活動の健全な発展と

－１７５－

向上というようになっとるんですよ、普通はね。

だから、自主的、民主的というものの裏にあるも

のは、やはり同和問題、部落差別の問題を社会的

な責任として、そこの運動は自主的に、また民主

的なことを基本として、歴史的にも、また社会的

にもそういう被差別地域をつくってきた社会的な

責任として、そういうところの自主的な、民主的

な諸活動を推進する中で、あわせて一般地域とい

うんですか、社会全体の健全な発展を目指すとい

う、こういう構造になっとるんですね。

この文言だけして、自主的、民主的というのを

残しておるということにも、やはりこの問題、単

なる言葉の１つを取ればいいという問題じゃなし

に、やはり設置目的の中に我々が許すことのでき

ないそういう地域を差別してきたということを払

拭して社会全体を発展さしていこうと。逆に言う

ならば、社会発展の大きな阻害になっておったと、

そういう認識がここに読み取れるわけなんですが、

そういう点でやはりこの設置という問題の議論を、

結果がどうなるかは別として、こういう地対財特

法はこれで法律がなくなるわけなんですが、当然

これは時限的な法律の性格を持つのは当たり前で

すが、じゃ現実にそういう課題とした部落差別と

いうものが払拭されたのかということは、私は至

って疑問なところが形を変えておると思うんです

ね。

というのは、これが目指すところは、単なる被

差別地域の人たちの問題ではない。社会全体的な

問題として受け取ろうという中で、国が特別な法

律をつくって地方自治体に特別な財政負担をかけ

ない形でやってきたことが、先ほどの議論もあり

ましたけども、ここは正職だけども、ほかと同じ

ような機能を持ったところはアルバイトで処して

おるということにもあらわれておるように、社会

全体が発展しなければ部落問題も解決しないとい

う、そういうところに立つならば、今回のこの一

般施策に移行するという課題というのは大変重い

と思うんですね、逆に。

そういうことで、差別ということは一般的にあ

るわけじゃなしに、ほんとに限られた部分的なと

ころにある。それが部分の問題じゃなしに全体の

問題として、とげとして全体を病ましていくとい



う、そういう問題ですからね、少数と多数の問題

ではないです。少数の中にこそそういう問題があ

ることが全体の問題だという、そういう難しい問

題に取り組んだ、日本の憲法を基盤にした歩みが

あると思うんで、ここで私たちはもっと自主的に

こういう問題の対応をしないと、国や府がやって

きたことに従来のとおり合わせるというやり方で

は、真の願いとした部落差別の解消にはならない

んじゃないかなと、私はこれを読んでそう思いま

す。ほんとに私たち、まだまだ部落問題というも

のがほんとに一人一人の問題になり切っておらな

いということは、正直私自身も振り返りながら思

いますよ。

そういう点で、単にこの文言を変えるというん

じゃなしに、この自主的、民主的というここに含

まれておる思いは、やはり部落差別という問題の

解決の立場をここに僕は願いとして持ってると思

うんでね。もっとこの条例のこういう変えていく

というのは、議論をして変えていくべきじゃない

かなと思うんで、その点を１つお尋ねをしたいと

思います。

それから、もう１つはこの店舗の方ですね。泉

南市設店舗条例の方でも、内容を見ましてもやは

り特別にそういう差別を受けた人たちの立場に立

ってこの店舗条例というものが全体的には構築さ

れとると思います。そういう点で、これもほかの

ところを直さずに、この条項を見ますと、やはり

これも議論をして変えていかないといけないんじ

ゃないかなと思います。

例えば、使用許可基準というようなところでも、

市内に住居もしくは営業所を有する者で市長が特

に認める者とか、こういう何か市長が特に認める

者という文言が入っとったり、それから市長が適

当と認める保証人が２人ある者とか、それから店

舗で営業を営むに足る資力、信用及び技能を有す

ると市長が認める者というように、かなりこの辺

で一般的な求めてる条件ではなしに、何か特別に

そういう配慮をしなければならないというような

ところが感じられますし、使用料についても、１

平方メートル当たり月額１，０００円という値段の

決め方についても、やはりそういう経済的な格差

のある中での配慮がここにも私は読み取れるわけ

－１７６－

ですが、そういう点でもやっぱり構造全体を議論

する中で、名前はある意味で僕はあってもいいと

思うんですけども、名前を変えるだけで、ほんと

のこの中身全体を議論せずにこうやって提案する

というのはいかがなものかなというように思いま

す。

それから、細かいことになるかわかりませんが、

このときに変えてほしかったなと思うのは、し尿

処理の問題が掲げられとるんですが、現在あそこ

はもう水洗化しとるはずですね。

そういうように、細かいことになるんですが、

やっぱり現状に合わして文言を変えるだけじゃな

しに、そういう議論が私は必要ではないのかなと

思うので、その点をお聞かせをいただきたい。基

本的な質問になりましたけども、よろしくお願い

します。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 質問の趣旨が十分

とらえ切れてない部分もございますけども、設置

条例の第１条に押さえをしておりますように、い

わゆる基本的人権の保障と、そのことを青少年活

動の中に置きかえてどうなんだということで青少

年の自主的、民主的な諸活動と、こういう言い方

をしてるというふうに理解しておりますし、一般

論としても青少年の活動というのはまさに自主的、

民主的活動でなければならないと。これは当事者

の主体性というんですか、を尊重した言葉だろう

というふうに考えております。

御指摘のとおり、法の失効によって所定の手続

を踏むということだけでありまして、従前から明

らかにしておりますように、同和行政そのものを

否定するものでは決してございませんので、青少

年センターにつきましては、従前より大事にして

おるすべての人々の基本的人権の尊重、とりわけ

青少年の諸活動の中でその基本的人権が尊重され

た諸活動が内容としても権利としても保障されて

いくと、こういう認識で取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 大浦人権推進部長。

○人権推進部長（大浦敏紀君） 同和行政の特別措

置法の法期限ということに伴いましての同和事業、



同和対策の見直しについての全般的な御質問であ

ったのかと解釈いたしますので、その部分につい

て御答弁をさしていただきたいと思います。

まず、大阪府の同和対策答申が前回も申し上げ

ましたように９月に出されました。その中で、平

成１４年度以降は財政法上の特別措置の前提とな

るいわゆる同和地区の地区指定は当然なくなりま

す。同和対策事業の対象となる同和地区の概念は

存在しない。今後、同和問題解決のための施策は、

同和地域、同和地区出身者に対象を限定いたさず、

さまざまな課題を有する人々を対象とした一般対

策を活用して、相談活動を通じて行政ニーズを的

確に把握しながら推進していくことになります。

また、財政法上の特別措置という意味合いを持

つ同和対策事業は、今後はなくなります。同様に、

特別措置としての同和対策事業の対象者を指す同

和関係者も今後は我々としては使用いたしません。

しかし、施策として今議員がおっしゃったよう

に、地区についての件につきましては、当然法が

なくなっても一般施策を有効に活用して地域の福

利厚生に努めると、これは当然でございますので、

そういう方向で今後も施策を進めていきたい、こ

ういうことでございますので、御理解をいただき

たいと思います。

小山議員のおっしゃる部分については、十分に

我々としてもその部分については理解し、それに

伴いまして進んでまいりたいと、こういうように

考えております。

以上です。

○議長（角谷英男君） 小山君。

○３番（小山広明君） 何を言わんとしとるのかわ

からんて失礼な言われ方をしたんですが、私はち

ゃんと議論をして、文言だけを変えるんじゃなし

に、全体の流れと関係しておりますから、十分議

論をしてこの条例を提案するべきじゃないかとい

う、そこが結論ですよ。だから、同和地域の自主

的、民主的というふうにここだけ入っとるから―

―青少年の自主的、民主的とね。そこにやはり同

和問題の解決のために、やはり自主的、民主的と

いうことを特に入れてるという、そこがやはり基

本ですよ。

それが大きく一般施策として、今度今まで国の

－１７７－

そういう財政的な裏づけの中でやってきたものを、

ある意味でこれも地方分権として地方が一般施策

の中でそういうことにこたえていこうという、そ

ういうことですから、これまで以上に地方自治体

の自主性がやっぱり問われるわけですね。だから、

でき上がったものがいいという問題だけじゃなし

に、やっぱりそこの議論を重ねながら、泉南市の

青少年センター及び児童館設置条例というものを

どうしていくのかということを、そういう審議機

関もあるわけですから、そういうものを十分議論

をした上で、やはり行政としてのこういう提案を

するべきじゃないかというのが私の基本的な指摘

ですよ。

私、そう言ったつもりですよ。その中でいろい

ろ前段は言いましたけども、結論としてはそうい

うようにやはりきちっと議論をした上で出すべき

ではないでしょうかということを言ったんで、私

の言い方が悪かったんかどうかわかりませんが、

そういうことで今回これ提案されてしまっており

ますからあれですけども、この本会議でいきなり

文言の変更だけという提案のあり方は、この性格

上、私は至ってまずいんじゃないかと、そういう

ことなんですよ、基本的にはね。

大浦さんのはなかなか文章を読まれたからそつ

はないんでしょうけども、あれだけではちょっと

人間の思いにぴしっと僕は伝わってこないですよ、

あれだけでは。もう少しあなたの本音、担当部長

としての本音、この部落問題を一般施策に移行さ

れた中でどうするのかという基本的な理念をお話

しいただきたかったんですけどね、それはそれで

結構です。

そういうことなんですよ、吉野部長。それだけ

答えてください。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 先ほども申し上げ

ましたとおり、本青少年センターの設置にかかわ

り一定の議論の集積として現行の条例がつくられ

たわけでありまして、今般新たに条例制定をする

ということではなくて、今日的な状況を踏まえた

部分の所要の改正をするということでございまし

て、従前から先ほど申し上げましたように第１条

に何を基本として青少年センター事業を展開する



のかというのは従前に触れられていると思います

し、今後もその点を踏まえた事業展開に努めてま

いりたいと、このように考えております。

○議長（角谷英男君） 小山君。３回目です。

○３番（小山広明君） いや、吉野部長、私が言お

うとしとるのは、文言だけ変えて、あなたはこの

条例は変えずに、これから具体的な施策展開の中

で文言を削ったものを生かしていきたいというこ

とでしょう。結論的にあなたが言おうとしとるの

は。私はそうじゃなしに、この文言だけじゃなし

にこのずっと内容として書かれている条例の中身

がやっぱり基本ですから、ここをやはり議論しな

がら変えていくということが大事じゃないかと。

その後に具体的な施策はそらいいですよ。

そら自主的、民主的ということが僕が思うよう

なことでないというのはそうかもわかりませんが、

私はやはり単なる同和施策という、同和対策とい

うことを取れば、そのあとはなぶらんでいいとい

う内容じゃないと思うんですよ。

だから、そういうことを議会の中にも同和問題

を、部落問題をちゃんと議論する場もあるわけで

すし、もっと市民の中へ入って、こういうときに

議論をして、そういうものが集約された中で報告

しながらこの条例改正をしていくべきじゃないか

ということを提案しとるんですからね。そういう

ことなんで、もう２回は結構ですけども、そうい

うことですよ、私が言おうとしとるのはね。だか

ら、そういうことをされずに出てきた状態ですか

ら、今後そういうものをちゃんとした形でフォロ

ーしていただきたい、そういうことです。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 論議が尽くされてきたよ

うに思いますので、私は今までの論議を踏んまえ

てごく簡単に、泉南市の市設店舗条例、これにつ

いて少しお聞きをしたいと思うんですが、まず前

提になるいわゆる地対財特法ですね。これの失効

に伴って、同和対策事業を一般対策としてやって

いくと、こういう大前提があるわけですが、国の

基本的なそういう失効に際しての具体的な方針で

すね。これは担当の総務省地域改善対策室から方

針が出てるというふうに思うんですね。その方針

は、特別対策の法令上の根拠がこの３月３１日を

－１７８－

もってなくなると。

それから、同和地区を取り巻く状況は、これま

での膨大な事業実施により大きく変化した。我が

泉南市でも２００億を超えるような、９９年まで

で１９７億と、こういうふうな膨大な投資がやら

れているわけですが、そしてそのことによって大

きく変化したと。差別解消に特別対策は必ずしも

有効であるとは言えない。

さらに、同和地区、同和関係者を対象に限定し

た施策は、人口移動の激しい今日の状況では実務

上困難だと。もう私、同和地区指定の、この指定

された地区の中に大変な混住化が進んでいる。私、

半分以上の混住化が進んでいるというふうに思い

ますよ、現実にね。

そういう中で、そういう諸般の状況を踏んまえ

て今回のこういう一般施策がやられてると、こう

いうふうに伺いをしていいわけですね。そういう

ふうに理解をしていいわけですね。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） 今回御提案申し上

げております泉南市設店舗条例の改正でございま

すけども、これは字句の訂正でございまして、第

１条の同和対策事業、この部分を変更するもので

ございます。字句の訂正でございますが、中身は

大きな意味のあるものでございまして、私ども店

舗については、これは同和対策事業といたしまし

て国から補助を得て今日までやってまいりました。

今回、法期限後はどうするかということでござ

いますけども、先ほど議員が申されたとおり、基

本的にはそのとおりでございますが、我々に対し

ても住宅局の方から通知が参っております。これ

には、ちょっと長いんですけども、住宅施策にお

いても対象地域または対象地域の住民に対象を限

定とした国の特別対策は平成１３年度をもって終

了することとなるが、依然として住宅に係る施策

ニーズがある場合には、平成１４年度以降は一般

対策により対応するものであること、ということ

になってございますんで、私ども店舗については、

これはただ単なる店舗じゃなしに、やはり市営住

宅の生活利便施設であるということ。それからま

た、コミュニティの形成の場と現在３０年近くな

っておるわけでございますんで、これらをどうこ



れから一般施策として維持運営していくのかとい

う部分については、十分に検討しなければならな

いということでございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） いや、ちょっとね、今基

本的な方針については、私が今冒頭申し述べたこ

とについて御同意をいただいたと。「がしかし」

がありました。その「がしかし」の点なんですが、

ちょっとそこの中で私ひっかかるのは、これから

まだいろいろ熟考しながら具体化を図っていくん

だと、住宅局のその方針にのっとってですね。そ

ういう言われ方をしたと。

しかし、行政が事を運ぶ場合には、条例をつく

ってその条例に基づいて施行していくわけでしょ

う。この条例には、条例足らざる部分を例えば市

長が認めるものと、これを受けた、どういう場合

に市長が認めるんだと、施行規則もあるわけです

ね。施行のための規則があるわけですね。これで

方針というのは具備されてるわけです。これを方

針にのっとって具体的にしていくと、こういうこ

とでしょう。細則まであるわけですよ。これ以上

何考えていくんですか。

確かに、言われるように考えていかなければな

らない部分、非常に条例提案としては不備だとい

うふうに思いますよ。単に同和対策事業をいわゆ

る住環境整備と、こういうふうに変えるだけで、

あと例えば第４条の使用料ですね。１平方メート

ル当たり月額１，０００円と。この１，０００円とい

う根拠ね。私は同和対策事業であるがゆえに、こ

ういう低廉ないわゆる使用料の積算の基礎がここ

にうたわれてるというふうに思うんですよ。

これは一般施策ということになれば、当然事業

を進めていく根拠法令である条例ですね、市の。

これをやっぱりいらわなあかんのではないかとい

うように思うんです。４月１日から施行でしょう、

これ。それやったらここもいらわないと、これは

施行まで期日をうたっているのに、そして同和対

策事業じゃなくて一般施策としてやっていくとい

うのに、相も変わらず使用料は従来の同和対策上

のまま特別な低廉な価格で据え置かれていると、

これはどうなのかと、こういうように思うんです。

だから、熟考せなあかんというのは確かにそう
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だろうというふうに思うんですが、それならば施

行期日のところはもうちょっと先延ばしにして、

そこから逆算して熟考し、具体化を図る点は大い

に論議を尽くしてその点は変えていかれる、これ

があるべき条例の提案の仕方ではないですか。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） 店舗の設置の趣旨

は、先ほど申しましたように公営住宅の生活利便

施設であるということ。また、地域のコミュニテ

ィが形成される場であるのを維持するということ。

これらが店舗のいわゆる設置の趣旨と置きかえる

わけでございまして、なるほど使用料の問題とか、

それから使用許可の問題、これらにつきましては

今後やはり検討しなければなりませんが、何も同

和対策事業から一般施策に移ったからといって、

店舗の使用料が下がるとか上がるとか、そういう

議論はちょっとおかしいんではないかなと私は思

っております。ただ、社会情勢に見合った形の店

舗使用料なり保証金なりは、やはりきちっと検討

していかなければならないのではないかというふ

うに思っております。

○議長（角谷英男君） 和気君。３回超えました。

○１９番（和気 豊君） 何がおかしいんですか。

諸般の社会情勢にのっとって、これは大いに見直

しを図っていくと。今も言われたじゃないですか。

そういう言い方を私はしているんですよ。やっぱ

り低廉な駐車場料金については、これは見直しを

一方では提案されているわけですから。それも、

ほんとに利用者は地域にかなり限定されると思う

んですが、口ではあまねく広く皆さんに御利用し

ていただくと、一般施策の駐車場としてね。そう

いうことになっとっても、やはり実際地域は限定

される。しかし、値上げはやっぱり一定社会情勢

に見合ってされるわけですから、その辺はどうか

というふうに思うんですよ。

それと、もう１つ、空き店舗対策ですよ。これ

は実際上、一般にこの施策を徹底して広く御利用

いただくと。先ほどから答弁ありますから、それ

を前提にしてお伺いをしたいんですが、そういう

ことになれば、これは当然その周知方をどういう

ふうにされていくのか。

それから、実際上今３店舗空き店舗であるわけ



ですが、これを速やかにこの条例にのっとって住

環境整備、地域のコミュニティの拠点、そして市

営住宅居住者に対する消費活動の場と、こういう

ことで大いにこれ利用していかないかんわけです

からね。そういう点では、この改修予算等、具体

化に一般施策に移行する上で予算の裏づけ等具体

化にあるのかどうか。４月１日施行ですからね、

その辺はどうでしょうか。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） 今、賃借者のおら

ない空き店舗が１店舗ございまして、あとの２店

舗につきましては、今現在、前利用者から当然家

賃も入っておりませんので、返すように返還の手

続を進めております。間もなく返還の手続が終わ

るという段取りになっております。

この３店舗は当然古い店舗でございますんで、

改修をしなければ次の賃借者が当然利用できない

わけでございますんで、今までは利用の申し出が

あった場合、その利用申し出者について適格であ

るかという判断をして、それから店舗の改修を行

ってきたわけでございますが、今回やはり生活利

便施設でいくと、住環境の整備でいくということ

でございますんで、どういう種類の業種であるか、

そこらも判断して、一般にやはり公募も必要では

ないかなというふうに思っておるところでござい

ます。

予算は今現在計上しておりません。修理してさ

あどうぞというわけにはいかない部分もあります

んで、きちっとやはり利用者というんか、これら

の判断をしなければ修理をして空き家にしておく

と、かなりの傷みが激しいということもあります

んで、今現在は予算は計上いたしておらないとこ

ろでございます。

○議長（角谷英男君） 和気君。締めてください。

まとめてください。

○１９番（和気 豊君） 店舗なんていうのは、利

用者の側からいえば、消費者の側からいえば、や

っぱり１０店舗ですか、全部そろって、そこで一

定の供給があって需要が満たされると、こういう

ことで初めていけるんですよね。市場なんかでも、

そこで主要な素材提供である肉屋さんとか八百屋

さんが抜けますと、もうガタッと利用者が減って
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いくんですよね。営業してる皆さんにとっても御

不幸なことなんですね。もちろん消費者は大変で

すけれどね。そういうことでは、やはり当初のま

さにコミュニティとして、あるいは地域の消費者

活動の拠点として、その利便を図っていくと、利

用者に利便を図っていくという立場で全部充足を

していくと、こういう立場に私は立つべきだとい

うふうに思うんですよ。

それから、その上でやはり整合性ですね。実施

機関との、この施策の実施との――条例を根拠に

施策していくわけですから、何回も言うように。

そういうことであれば、それに見合う具体化な措

置は、予算がなければ事が運ばんわけですから、

予算措置もしていくと。これが当然のあり方では

ないかというふうに思うんですね。

こういうものはもうこの３月３１日をもって失

効するいうことは早くからわかってるわけですか

ら、そういう方向をなぜとれなかったのか、私は

残念だというふうに思います。ほんとに広く公論

を起こすと。そういうことは必要ではなかったか

というふうに思うんです。

それと、今回公募されるという１点にのみ絞っ

て最後にお聞きしたいと思うんですが、これの受

け入れですね。募集をどこで受けるのか。市同促

あるいは地区協との関係もあわせてお示しをいた

だきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） 当然、公共施設で

ございますんで、泉南市が募集を行い、泉南市が

入居者の決定を行うということでございます。

○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 非常に名称変更だけでこ

れだけとうとうと論議されるというのは珍しいこ

とでありますけども、１点、２点、３点お聞きし

たいんですが、先ほどの答弁の中でありました青

少年センターについては、現在において泉中校区

ということで児童保育ですね、これを児童館とし

ての役割も含めて果たすということでありますけ

ども、それだけじゃなしに、私が一番聞きたいの

は、青少年センターの名称が同和対策ということ

で変わり得たから即変わるんだという、いわゆる

名称変更が即全部変わるんだという言い方がかな



り出てるわけであります。

その中での答弁では、泉南市内全部広げていく

んだと。それは当然僕はいいことだと思うし、そ

ういう点は賛同するんですが、それについて泉中

校区だけでもかなりの人数がおられるんで、その

方々あるいは子供たちを収容というか、そこで学

習したり預かり保育したりということができ得る

設備内容になってるんかどうか。それがないまま

全体的に広げていくことによって、計画性なしに

広げていくことによって、そのことにそごを来し

たときに、改めて予算を組んでやるんだというこ

とにならないのかというふうに思うんでね。

そういう意味では、予算の中にきちんとそのこ

とを、名称変更するということは、それが拡大し

ていくということは、実は条例変更の中にあるわ

けですから、そういった意味では大きく予算的措

置も講じていくということが大事であると。それ

は３年計画なのか５年計画なのかいうことでなさ

れるという構えがあるのかと。と同時に、その中

で人権という問題を改めてきちんとカリキュラム

の中に組み入れていくということになるのかどう

かという、この２点まずお願いしたい。

それと、前畑の店舗なんですが、これは既に３

０年近くたってるわけですが、この店舗が実は借

家人、貸借の人が少ないということは、はやらな

いということが第一なんですね。平米１，０００円

といったらかなり高いですよ。１０坪で３万３，０

００円になりますから、かなり高い家賃かなと。

そういった意味では、本来あそこの目的は、部長

は御承知と思いますが、いわゆるスーパー形式を

とろうということで始めたはずなんですね。地域

の集合体としてのスーパー形式をとって、市民に

できるだけ安価に提供しようというのが目的であ

れは許可された、いわゆる個々の店舗ではなかっ

たはずなんですね。

そういう本来の目的に僕は沿った形での今後の

あり方というものも考えていかなきゃならない。

コミュニティというのは、そういう意味での１つ

の考え方になるんと違うかというふうな形でのい

わゆるリードの仕方といいますか、と同時にあそ

この出入り口が４カ所あるわけですが、今の状態

であなた方あの中に入って買い物しようという気
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持ちになれるんかどうか。

一切いらわずに、いわゆる改装もせずにあの形

で、手であけて閉めて、手であけて閉めてという

ような形の店舗形式が、果たしてこのままで入っ

てもらえるような形になれるんかというふうなこ

とを踏まえて、そういった意味の改修、改造のも

んも含めた全体的なものをやっぱりやっていかな

きゃならない。それに対する計画なり予算的手だ

てというものを考えていくということになるんか

どうかということでひとつお聞きしたいです。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 巴里議員御質問の

点について御答弁申し上げます。

名称の文言の削除と内容の問題でございますけ

ども、活動領域につきましては、先ほど申し上げ

ましたように従前から活動エリアの拡大を図って

きております。内容といたしましては、先ほど申

し上げましたように広く小・中学生を対象にした

いわゆる青少年の健全育成という領域の事業と、

学童保育的な事業というのが１つの柱として展開

をしてきておるわけですけども、いわゆる大ざっ

ぱな分け方でございますけども、学童保育的事業

につきましては留守家庭児童会との関連性もござ

いますので、一定事業目的、趣旨が共通いたして

おりますので、現行の一、二小校区の１年生から

３年生の子供を対象に学童保育事業の位置づけを

しております。

それから、いわゆる広く青少年を対象にした各

種講座事業等につきましては、逐次泉南中学校区

へと現在活動領域を広げてきておりますし、樽井

や雄信の子供たち、あるいは広く泉南中学校の子

供たちという形で日常の来館活動、あるいは各種

講座事業等も逐次参加状況が高まってきておりま

す。そういった中で、今後全市的な事業展開とい

うことになったときに、ソフト、ハード面の対応

が今後十全であるのかということにつきましては、

例えば立地条件としての車の駐車の問題等、ある

いは子供の野外活動の場等、いろんな今後検討す

べき諸課題が全市的事業展開を図る上で課題があ

るということにつきましては、認識をいたしてお

ります。

また、ある面では、例えば公民館事業との重な



っているみたいな部分も現況幾つかあるかと思い

ますので、教育委員会全体としての青少年施策と

いうんですか、そういった整理もしていきながら、

必要なことについては必要な対応が要るんではな

いかと思っておりますし、さまざまな活動の１つ

の基盤に人権尊重という理念あるいは内容を踏ま

えるとともに、具体のカリキュラムとして今日の

マルマル問題という形の人権問題の学習も当然ご

ざいますし、さまざまな体験活動や学習活動を通

して子供たちが人権問題を経験したり、学んだり

と、あるいは活動の中で豊かな自己実現をしてい

く、あるいは豊かな人間関係をつくっていくと、

こういったことも極めて人権教育の重要な要素と

考えておりますので、そういう意味の事業展開と

いうんですか、カリキュラムというんですか、あ

るいはカリキュラムの中の１つの視点というんで

すか、そういうことも考えながら今後とも事業展

開を進めていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） 前畑団地の市設店

舗でございますけども、議員御指摘のように東西

南北に十字の形に通路がございまして、通路その

ものもかなり狭いし、また床なんかもかなりでこ

ぼこに傷んでおるところでございまして、抜本的

な修理を行って、やはり商売として成り立つ店舗

でなければいけないわけでございますけども、残

念ながら現状はいわゆる照明も暗いし、商売とし

ては成り立ちづらいという部分がございます。こ

れによって、いわゆる家賃額といいますか、平米

単位１，０００円と決めておるわけでございますけ

ども、この単価について云々という議論はしなけ

ればいけませんが、やはり根本的には前畑の１０

棟の１階部分に店舗があるということでございま

すんで、これからはやはり３０年以上たった建物、

これについてどうするかという議論の中で、前畑

１０棟のどうするかという議論の中で店舗部分に

ついても考えていかなければならないと思います。

それと、営繕は努めてやらなければならないと

いうのが我々の考えでございますんで、通路の修

理とかトイレ部分の改修、これらについては努め

ていきたいというふうに思っております。
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○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 答弁は非常にうれしいん

ですが、そのための調査費なり計画というものが

上がってないので、今部長のおっしゃってること

が実現するなんてことは思ってないんですよ、今。

あなたが、議員さんもそうなんですが、あそこへ

行って買い物しようということでスッとあけて入

って、毎日でも買い物しようかという気持ちにな

るんかどうか。非常に厳しい店舗――今の世の中

見てきて、あのままで店舗経営すること自体が僕

は不思議なんですよ。これで飯食えるんかと僕は

聞いとるんです。

大体、配達なんですな。聞いてると。そのこと

から見たら、そこに絶えず出入りしてる人いうた

ら数は知れてるけども、改めてそこへ寄って、そ

この道を通った人が車とめてでも入って買うかと

いう雰囲気がどこにあるんやいうたら、前に何も

書いてない。ショッピングセンターとも書いてな

い。そういうシステムというか仕組みになってな

いというかな。前の看板とかいろいろのあります

ね。

そういった意味では、あの汚れたら汚れっ放し、

トイレはたまに直してるけども、トイレはトイレ

であれやし、管理人室はもうガラス割れたのを張

ったりとか、あの形ではある一定の日に来たら幽

霊屋敷みたいに見えるときあるんですね。あのま

まで商売やれというのが無理で、むしろ家賃ただ

でもええんと違うかと思うぐらいで、私は上げる

どころか反対やでと。上げるんならそれだけの施

設、設備をきちんと直してから、それだけの経費

負担、応能応益ということで行われるというなら、

それなりに借りてる人には、きちんと話したら僕

はいけるとは思います。

上に住んでる人は、あそこが店であるがために、

ゴキブリがごっつい上がってくる。いや、上がっ

てくるんですよ。一番多いんですよ、棟の中では。

それだけでもやっぱりある意味で辛抱してはるけ

ども、きちんとしてないだけに、清潔感ないがた

めに、古いがためにどこに何があるかわからんぐ

らいの状態になってるということは、部長、あな

たが一番よう知ってるんですわ。部長、せめてあ

と２０日足らずの間でひとつぜひとも次の補正予



算に提言していただくと。

やっぱり店舗改修については十分我々考えてい

かなきゃならないと今答弁された形でやっていた

だくかどうかということをお願いしたいなと。だ

から、名称が変わった途端にほっといたと。国か

らいわゆる助成があるからやるんだとか、そんな

単純な発想でやられるということは、責任ある行

政の施策とは言えないんじゃないですか。そこ１

点。

教育委員会の部長ね、あなたがおっしゃってる

ことは、確かに私も理路整然として了解できるん

ですが、泉中校区内における児童がどれだけあっ

て、どれだけ青少年センターに通われるとか、あ

るいはこんなありますがどうですか、施設はどう

ですかという調査などを行って、一定の意識調査

などを学校も含めて行って、それに対するリード

を果たしたのかどうか。果たさないままこれをや

ったとしても、それに対する予算の裏づけがない

まま行われていくと、あそこへ自転車で来るでし

ょう、多分子供のことやから。その交通路の問題

も含めて考えなけりゃならないというもんが片一

方にあるから、そういう点が配慮されて初めてそ

ういった機能を果たすということでなきゃならな

いんですね。

それに対してまた、リーダーをされるそれぞれ

のボランティアの方がおられるし、先生方もおら

れるわけで、その方々が車で通ってはる人は車で

来ると。それに対してやっぱり駐車場の確保もし

てあげなきゃならないとか、そういう周辺施設整

備をしながらやるということの意味でのこれを契

機としてなされるというんなら、僕はこういった

意味の条例というのはやっぱりきちんとすべきだ

なというように思うんですが、そういった点です。

○議長（角谷英男君） 山内都市整備部長。

○都市整備部長（山内 洋君） 私の言ったことが

守られないと、実現とは思っていないということ

でございますが、３月３１日までは山内 洋のほ

かに都市整備部長はおりません。必ず議会で発言

したことは引き継がれるということでございます。

○議長（角谷英男君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 青少年センターの

泉中校区への周知方につきましては、児童・生徒

－１８３－

を通したり、ポスター掲示等を通したりで、かな

り細かい周知方をやっております。

それから、御指摘の条件整備のことですけども、

指摘のとおり来館者等の駐車場ですら現況確保で

きていないという状況にあることも教育委員会と

して承知いたしております。その点につきまして

は、今後の課題として十分検討してまいりたいと

いうふうに考えておりますし、現況の施設、設備、

あるいは指導体制等につきましても、これから活

動領域の広がりとともにソフト、ハードとも十分

検討していく内容があるというふうな理解を持っ

ております。

以上でございます。

○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） いろいろと騒がしい話が

出てきてますけども、部長ね、部長今おっしゃっ

たこと、間違いないですな。宮本の改修の約束し

てますよ、前畑も含めて。あなたが言ったことは、

私が部長である限り後に継ぐでしょうって、今ま

でやっとって継がないものが何で継ぐと思うねん。

数年間、これずっと計画立ててきたんでしょう。

耐震でやった金をそっちへ回して、次の計画立て

ないまま――これは金を多く入れるとか少ないと

かいう話と違いますよ。

私が部長である限りと、そのぐらい見え切るん

だったら、なぜそれなら宮本とかということ――

これ出てませんから余り言いませんけどね、これ

答えのない話やから。それが何でできないんです

か。そんな話はないですよ。これ言うと余計なこ

とに入るから僕は言わないだけの話です。そうい

う答弁の仕方というのは間違うてますよ。自分が

おる限りなんて、おる以前にあった話を実行せん

とって、おる限り後の者がやるでしょうみたいな、

そんな無責任な話あれへんがな。だれだってそれ

言えますよ。これ、市長に聞けばいい話やけど、

そこまでやるべき条例案じゃないですから。

ぜひとも教育委員会としては、本当に泉南市の

未来を担う子供たちに人権の意識というものを、

人権というものはいかに人の命を大事にするかと

いうようなことを含めて、せめて最小でも泉中校

区における子供たちや親御さんたちを含めて、社

会形成をしていくんだという決意のもとに、それ



に見合う施設、設備の整備をきちんと状況把握し

ていくという、こういうシステムのあり方という

ものをぜひともやってもらいたい。そういうこと

をお願いして終わります。

○議長（角谷英男君） ほかに。――――以上で本

２件に対する質疑を終結いたします。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。――――成田君。

○１８番（成田政彦君） ８、９号に対する反対討

論をします。

文字の削除、この同和という名前を削ることそ

のものは大きく前進してるものでありますが、し

かしその裏づけとなる実態見直しについては、先

ほど人権教育を青少年センターでやろうという同

和事業を永続化させようという、こういうあらわ

れもあります。

私は今回の、例えば平成１４年の予算を見まし

ても７，７００万、全く変わっておりません。同和

事業を推進しとる予算と比べますと、その時代と

全く変わらない予算を使っております。職員は７

人、そして嘱託１人、それからアルバイト賃金３

００万以上を使うなど、特定の地域に肥大化した

事業には変わりありません。

一般地域に開放されとるといいますが、鳴一、

鳴二の小学校と雄信、それから樽井の小学生の１

年間の参加人数を見ても、実際は８００対２００

ということで、これは全くお話になりません。実

態を見るならば、同和事業をなくすといいながら、

ことしの予算を見ても、これは依然として続けら

れてる内容となっております。

それから、先ほどの店舗の問題であります。

店舗については、同和事業をなくすというなら

ば、いわゆる店舗の使用料、このものを改定すべ

きであります。先ほど言いましたけど、一丘団地

では大体近傍家賃でいきますと１平米２，４００円

です。地域のやつは１，０００円ですから、どれだ

け安いかもよくわかると思います。

以上の点から見て、私どもは真に部落差別をな

くす立場から見れば、この名前を変えるだけで中

身が変わってないということに対して強く批判す

るものであります。

以上です。
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○議長（角谷英男君） ほかに。――――小山君。

○３番（小山広明君） 一応賛成の立場で討論さし

ていただきたいと思いますが、法律が変わったと

いうことで、その根拠法がなくなったことで変え

るということは、これは技術的に当然かと思いま

す。しかし、この条例というものが従来の同和地

域の青少年の自主的、民主的な諸活動と、こう位

置づけられておるところを、いわゆる同和地域の

というものを削除して、その後の青少年の自主的、

民主的と、こういう内容に当たるものをそのまま

残した提案であります。

この問題は、名前の変更ということであります

けれども、長い間部落問題を国の責任として特別

な法律をつくって努力をしてきたものが失効され

るわけでありますので、当然これまでの同和事業

の総括というものが積極的に行われなければなら

ない性格を持っております。今の議論の中でも１

つの店舗の現状を見ても、果たして国が予算を投

じてやってきた同和事業が本当に実のあるもので

あったのかどうかは、そういう現場の実態から総

括をしなければならないと私は思うわけでありま

す。

そういう点で、市の行政においてもこのような

条例の提案に当たっては、各関係機関との十分な

協議と関係者や市民全体との協議の中でこの同和

事業の総括に当たる作業をして、ここに出すべき

ではなかったでしょうか。こういう提案で、最初

に言いましたようにその根拠法がなくなりました

から、そこを削除するというのはわかるわけであ

りますけれども、やはりこの問題が持っている内

容においての総括ということを本当に議論する中

で、差別問題というものが少しずつ前進をしてい

くものだろうと私は思います。

そういう点でその提案の仕方についてはいささ

か賛成しかねるわけでありますけれども、今後そ

のような作業をすることを期待しまして、賛成の

討論にさしていただきたいと思います。

○議長（角谷英男君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 議案８号と議案９号につ

いて賛成の立場で討論いたします。

ただ単に法が失効したから、名前を変えること

のみですべてが変わるんだということの考え方を



私は一番懸念してるわけであります。もともと大

事なものは、やっぱり未来を担う子供たちに対し

てどのような施策、政策が我が市として国・府を

あわせて行っていくのかということがまず問われ

ます。

そういった意味では、大きく立ちおくれた地域

の子供たちの生育、育成をするために建てられた

のが青少年センターであります。その結果、多く

の子供たちがその恩恵を受けながら、留守家庭を

お母さんやお父さんが厳しい中で、両親とも働く

中で安心して預けられて、学童していただくとい

うことがこの機能として非常に大きな役割を果た

したのは事実であります。

さまざまな社会的変化が起こってきまして、今

月末をもって失効される法にこういった意味で条

例が改正されると。先ほど討論の中では、教育委

員会においてこれをもとに泉南中学校区を初めと

し、なおかつできれば泉南市内全体に広げていき

たいという答弁でありました。そうした考え方に

ついては賛成でありますけれども、現実にそのキ

ャパシティー、状況、地域的なものを含めて、そ

ういった全市的に果たして機能できるんかどうか

というその問題が残ってますから、これをなおか

つ反対するというのは、問題があろうというふう

に私は思います。

そうじゃなくして、こういった機能をむしろ強

化されて、今厳しい失業社会、リストラ社会の中

で、両親が共働きして子供を安心して任せられる

施設、設備が少ない中、むしろ各地域にこういっ

たものを広げていって、システムとして完成させ

ていくという方向でのあり方が、実はこれを起点

に私は広げていくということに期待と、大きな経

費をかけて泉南市がするべき仕事であろうと思い

ます。

そういった意味では先ほど申されておりました

ようなキャパシティーから駐車場あるいはボラン

ティアも含めた活動家、あるいは指導員といいま

すか、そういう方々の育成、養成、そして保護者

の了解、理解、子供たちのあそこへ通うといいま

すか、交通あるいはシステムのあり方、こういっ

たとこに対してやっぱり予算化をしてきちんとし

ていくべきじゃないかというふうに思うし、そう
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いった方向でやると。ただ、今月予算ではないで

すけども、やるということの答弁をいただきまし

た。そういった意味では賛成であります。

９号については、これも先ほどお答えいただき

ましたように、随分古くなりました。今、改めて

あそこの中へ店舗を構えてやろうかということの

気概が沸くというような状況ではないことは事実

であります。むしろ、市の指導性を発揮して、そ

ういった商店の――小商店ですね。あそこに集結

さして、いわゆるスーパー的システムをつくり上

げていくというリードの仕方をやっぱり考えてい

く。そのために一定の経費をかけてあそこに補・

改修を行っていくという形であるべきだというふ

うに思いますし、部長が自信を持って、私は３月

末までではありますが、私が発言したことに対し

ては後を継ぐ方々がやるであろうということの言

を信用して、信頼して、今後あそこだけじゃなし

に、すべての面においてぜひとも実行いただきた

いというふうに願うものであります。

そういった意味で、この議案がぜひとも同和問

題という、同和という文字そのものが私たちが別

に同和と言ったことでも何でもないわけで、これ

は行政用語でなされた用語であります。これは誤

解のなきように。私たちの存在は、地域は私たち

自身が被差別地域、被差別部落と自分たちで発言

しております。同和地域と言うてるのは、あくま

でも融和団体、事業団体というような政府がつけ

た名前と同じように、行政の施策を遂行するにお

いて同和地域ということの行政用語として発生さ

れたもんであると。こういったことが消えること

はどちらに評価すべきかという問題はあるにして

も、これを契機に消えていくことのおそれと、そ

してこれを新たに起点として発展さしていくとい

う１つの気概ということと相まって、これからの

行政諸君の頑張りといいますか、市長を初めとす

る皆さん方の行政の人権に対する気構えあるいは

推進に大きな期待をかけて、賛成といたします。

ありがとうございました。

○議長（角谷英男君） 以上で本２件に対する討論

を終結いたします。

これより議案第８号から議案第９号までの２件

に関し、順次採決いたします。



まず、議案第８号を採決いたします。

本件は、原案のとおり可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

て議案第８号は、原案のとおり可とすることに決

しました。

続いて、議案第９号を採決いたします。

本件は、原案のとおり可とすることに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（角谷英男君） 起立多数であります。よっ

て議案第９号は、原案のとおり可とすることに決

しました。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明１３日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（角谷英男君） 御異議なしと認めます。よ

って本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、明

１３日午前１０時から本会議を継続開議すること

に決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後４時４９分 延会

（了）

－１８６－
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